
財
政
�
よ
り
み
た
一
九
世
紀
後
�
に
お
け
る
阮
�
瓜
治
の
再
檢
討

多

賀

良

�

は
じ
め
に

第
一
違

一
九
世
紀
�
�
に
お
け
る
阮
�
財
政
の
特
�

第
二
違

一
九
世
紀
後
�
に
お
け
る
阮
�
財
政
の
危
機

第
三
違

怨
た
な
財
政
シ
ス
テ
ム
の
登
場

お
わ
り
に

は
じ
め
に

一
八
世
紀
後
�
か
ら
一
九
世
紀
�
�
に
か
け
︑
東
南
ア
ジ
ア
の
大
陸
部
で
は
ビ
ル
マ
の
コ
ン
バ
ウ
ン
�
︑
シ
ャ
ム
の
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ
ン
�
︑

ベ
ト
ナ
ム
の
阮
�
と
い
う
三
つ
の
强
力
な
王
�
が
出
現
し
︑
現
代
國
家
に
つ
な
が
る
領
域
瓜
合
が
	
め
ら
れ
た(1

)
︒
こ
の
う
ち
一
八
〇
二
年
に
成

立
し
た
阮
�
は
︑
實
質

に
ベ
ト
ナ
ム
�
初
の
南
北
瓜
一
王
�
で
あ
り
︑
中
部
の
フ
エ
か
ら
�
土
を
瓜
治
す
る
獨
自
の
瓜
合
モ
デ
ル
を
打
ち
出

し
て
い
っ
た(2

)
︒
一
九
世
紀
後
�
に
入
る
と
︑
東
南
ア
ジ
ア
で
は
歐
米
諸
國
に
よ
る
�
民
地
�
が
加
�
す
る
︒
ベ
ト
ナ
ム
で
は
一
八
五
八
年
九
�
︑

フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
の
艦
�
が
中
部
ベ
ト
ナ
ム
の
ダ
ナ
ン
を
攻
擊
し
︑
�
民
地
�
の
口
火
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
︒
フ
ラ
ン
ス
は
一
八
六
〇

年
代
に
南
部
ベ
ト
ナ
ム
を
奪
っ
て
サ
イ
ゴ
ン
を
中
心
と
す
る
�
民
地
を
築
き
︑
一
八
七
〇
～
八
〇
年
代
に
は
北
部
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
勢
力
擴
張
を
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圖
る
︒
そ
の
後
北
部
ベ
ト
ナ
ム
で
は
︑
阮
�
・
フ
ラ
ン
ス
・
淸
�
の
利
�
が
�
錯
し
て
複
雜
な
政
治
狀
況
が
出
現
す
る
が
︑
淸
佛
戰
爭
を
へ
て

フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
阮
�
の
保
護
國
�
が
完
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
狀
況
を
反
映
し
︑
從
來
の
歷
�
硏
究
の
多
く
は
︑
�
民
地
�
に
い
た
る
一
九
世
紀
後
�
の
ベ
ト
ナ
ム
�
を
危
機
と
衰
�
の
時
代

と
し
て
描
い
て
き
た
︒
一
般
に
ベ
ト
ナ
ム
の
歷
�
學
界
で
は
︑
一
八
五
八
年
の
ダ
ナ
ン
攻
擊
を
も
っ
て
�
代

(câ̇n
đȧi)
の
始
ま
り
と
見
な
し

て
い
る
︒
ベ
ト
ナ
ム
�
代
�
硏
究
に
お
け
る
阮
�
は
︑
�
民
地
$
略
に
屈
し
獨
立
を
喪
失
し
た
王
�
と
し
て
︑
否
定

な
%
價
の
對
象
で
あ
っ

た(3
)

︒
ベ
ト
ナ
ム
本
國
で
は
ド
イ
モ
イ
政
策
の
影
&
も
あ
り
︑
一
九
九
〇
年
代
以
影
阮
�
に
對
す
る
再
%
價
が
劇

に
	
展
し
た
︒
し
か
し
そ
う

し
た
再
%
價
の
中
心
は
あ
く
ま
で
�
民
地
�
に
先
立
つ
一
九
世
紀
の
�
�
に
あ
り
︑
一
九
世
紀
後
�
に
お
け
る
阮
�
の
位
置
附
け
に
つ
い
て
は
︑

基
本

に
從
來
の
觀
點
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る(4

)
︒
一
九
九
〇
年
�
後
に
な
る
と
︑
そ
れ
ま
で
�
民
地
円
設
�
や
ベ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
る
中
佛
關
係
�

な
ど
が
'
(
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
歐
米
・
日
本
の
學
界
に
お
い
て
も
︑
阮
�
側
の
視
點
を
ふ
ま
え
た
�
代
�
硏
究
が
發
表
さ
れ
て
い
く(5

)
︒
し
か
し

�
代
ベ
ト
ナ
ム
�
の
內
在

理
解
を
目
指
す
そ
れ
ら
の
硏
究
が
共
+
し
て
直
面
し
た
の
は
︑
利
用
可
能
な
阮
�
側
�
料
の
嚴
し
い
制
,
で
あ
っ

た
︒
一
九
世
紀
後
�
の
ベ
ト
ナ
ム
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
︑
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
淸
�
側
の
�
料
が
比
�

早
く
利
用
に
開
か
れ
て
い
た
の
に
對

し
︑
阮
�
側
の
記
錄
に
つ
い
て
は
︑
實
質

に
參
照
可
能
な
�
料
が
王
�
の
正
�
に
あ
た
る
﹃
大
南
寔
錄
﹄
(以
下
﹃
寔
錄
﹄)
の
み
と
い
う
狀

況
が
長
く
續
い
た
︒
さ
ら
に
そ
の
﹃
寔
錄
﹄
に
つ
い
て
も
︑
嗣
德
/
の
瓜
治
0
に
あ
た
る
第
四
紀
は
︑
先
行
す
る
時
0
に
比
し
て
1
報
の
密
度

が
大
幅
に
落
ち
る
と
い
う
問
題
を
2
え
て
い
た
の
で
あ
る(6

)
︒

と
こ
ろ
が
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
︑
こ
う
し
た
�
料
狀
況
を
大
き
く
變
え
る
出
來
事
が
3
こ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
國
立
第
一
公
�

書
館
(T
rung
tâm
Lu̓
u
tru̓̃
quốc
gia
1)
に
お
け
る
阮
�
硃
本

(C
hâu
ba
悪n
triều
N
guyễn
︑
以
下
硃
本
)
の
公
開
で
あ
る
︒
硃
本
は
阮
�
0
に
作

成
さ
れ
た
行
政
�
書
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
︑
そ
の
公
開
が
�
代
�
硏
究
に
と
っ
て
重
(
な
J
味
を
持
つ
の
は
︑
そ
こ
に
嗣
德
/
0
の
�

書
が
大
量
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る(7

)
︒
硃
本
の
利
用
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
︑﹃
寔
錄
﹄
の
記
営
が
K
く
詳
細
な
檢
討
が
困
難
で
あ
っ

た
一
九
世
紀
後
�
の
ベ
ト
ナ
ム
の
狀
況
を
︑
阮
�
側
の
視
點
に
た
っ
て
再
M
成
す
る
N
が
開
か
れ
た
と
い
え
よ
う
︒
硃
本
を
活
用
し
た
硏
究
は
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�
年
O
�
に
增
加
し
て
い
る
が
︑
一
九
世
紀
末
の
北
部
ベ
ト
ナ
ム
で
活
動
し
た
華
人
武
裝
集
團
と
阮
�
の
關
係
を
檢
討
し
た
デ
イ
ヴ
ィ
ス
氏
の

著
作
の
よ
う
に
︑
�
代
�
に
お
け
る
阮
�
理
解
の
再
檢
討
を
促
す
硏
究
も
す
で
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る(8

)
︒

本
稿
で
は
こ
う
し
た
�
料
狀
況
の
改
善
を
ふ
ま
え
︑
財
政
�
と
い
う
見
地
か
ら
一
九
世
紀
後
�
の
ベ
ト
ナ
ム
社
會
と
阮
�
瓜
治
の
再
檢
討
を

試
み
る
︒
南
北
瓜
一
政
權
と
し
て
廣
大
な
領
域
を
瓜
治
す
る
こ
と
と
な
っ
た
阮
�
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
歷
代
王
�
の
な
か
で
�
も
精
緻
な
財
政
シ
ス

テ
ム
を
持
ち
︑
財
政
活
動
を
+
じ
て
生
み
だ
さ
れ
る
物
液
の
地
理

範
圍
と
量
は
き
わ
め
て
巨
大
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
財
政
�
は
︑
一
九
世

紀
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
國
家
瓜
合
の
M
T
と
變
容
を
考
え
る
う
え
で
︑
き
わ
め
て
重
(
な
分
析
テ
ー
マ
を
M
成
す
る
︒
一
九
世
紀
�
�
の
阮
�

財
政
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
嶋
尾
稔
氏
に
よ
る
す
ぐ
れ
た
整
理
が
あ
り(9

)
︑
筆
者
自
身
も
貨
V
�
や
財
政

物
液
の
觀
點
か
ら
若
干
の
考
察
を

行
っ
た
こ
と
が
あ
る(10

)
︒
こ
れ
に
對
し
一
九
世
紀
後
�
の
阮
�
財
政
に
つ
い
て
は
︑
軍
事
荏
出
の
增
大
と
財
政
の
窮
乏
�
が
漠
然
と
指
摘
さ
れ
つ

つ
も
︑
そ
の
具
體

な
狀
況
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
W
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
︒

一
九
世
紀
の
ベ
ト
ナ
ム
で
3
こ
っ
た
財
政
シ
ス
テ
ム
の
變
容
を
長
0

な
ス
パ
ン
の
な
か
で
理
解
す
る
た
め
︑
本
稿
で
は
以
下
の
プ
ロ
セ
ス

に
そ
っ
て
分
析
を
	
め
る
︒
第
一
違
で
は
︑
一
九
世
紀
後
�
に
3
こ
っ
た
財
政
M
T
の
變
�
を
W
確
に
す
る
�
提
と
し
て
︑
そ
れ
に
先
立
つ
一

九
世
紀
�
�
の
阮
�
財
政
を
槪
觀
し
︑
そ
の
基
本

特
�
を
示
す
︒
つ
ぎ
に
第
二
違
で
は
︑
一
八
六
〇
～
七
〇
年
代
に
お
け
る
財
政
荏
出
の
擴

大
を
︑
北
部
ベ
ト
ナ
ム
で
の
軍
事
荏
出
に
着
目
し
て
具
體

に
檢
討
す
る
︒
�
後
に
第
三
違
で
は
︑
こ
れ
ら
財
政
荏
出
の
擴
大
に
對
應
す
る
た

め
︑
同
時
0
に
阮
�
が
打
ち
出
し
た
諸
政
策
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
︒
從
來
否
定

に
%
價
さ
れ
て
き
た
一
八
六
〇
～
七
〇
年
代
と
い
う
時

0
に
お
い
て
︑
じ
つ
は
阮
�
が
い
く
つ
か
の
劃
0

な
財
政
政
策
を
打
ち
出
し
︑
そ
こ
か
ら
怨
し
い
財
政
シ
ス
テ
ム
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ

と
を
提
示
し
た
い
︒

第
一
違

一
九
世
紀
�
�
に
お
け
る
阮
�
財
政
の
特
�

本
違
で
は
一
九
世
紀
�
�
に
お
け
る
阮
�
の
財
政
シ
ス
テ
ム
を
論
じ
る
が
︑
紙
幅
と
�
料
の
關
係
か
ら
︑
分
析
對
象
を
大
き
く
Y
ら
ざ
る
を
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得
な
い
︒
そ
こ
で
以
下
︑
財
政
に
關
わ
る
諸
問
題
の
う
ち
で
も
阮
�
の
瓜
治
M
T
を

よ
く
反
映
す
る
も
の
と
し
て
︑
稅
制
と
財
政
[
源
の
分
布
︑
財
政
と
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク

ス
︑
フ
エ
に
お
け
る
財
政
備
蓄
と
い
う
三
點
に
着
目
し
て
分
析
を
	
め
る(11

)
︒

(一
)
稅
制
と
財
政
[
源
の
分
布

一
九
世
紀
�
�
に
お
け
る
阮
�
財
政
の
M
T
を
理
解
す
る
う
え
で
ま
ず
重
(
な
の

は
︑
財
政
收
入
の
基
礎
を
な
す
稅
制
の
あ
り
方
で
あ
る(12

)
︒
い
ま
阮
�
の
制
度
・
法
令

集
で
あ
る
﹃
欽
定
大
南
會
典
事
例
﹄
(以
下
﹃
會
典
﹄)
に
し
た
が
い
︑
一
九
世
紀
�
�

に
存
在
し
た
諸
稅
目
を
分
類
す
る
と
表
1
の
よ
う
に
な
る
︒
阮
�
が
稅
制
の
]
と
位

置
附
け
て
い
た
の
は
︑
土
地
稅
で
あ
る
田
賦

(コ
メ
に
よ
る
現
物
^
)
と
︑
定
_
稻
作

民
の
成
年
男
子
に
對
す
る
人
頭
稅
と
し
て
の
丁
賦

(錢
^
)
で
あ
り
︑
兩
者
は
あ
わ

せ
て
正
賦
と
呼
ば
れ
た
︒

正
賦
か
ら
得
ら
れ
る
收
入
は
︑
國
家
が
把
捉
す
る
`
地
の
面
積
と
成
年
男
子
の
人

口
數
に
比
例
す
る
︒
そ
の
た
め
阮
�
は
︑
�
國
規
模
の
`
地
a
査
を
行
っ
て
土
地
臺

帳

(地
b
)
を
作
成
す
る
と
と
も
に
︑
閱
d
法
と
呼
ば
れ
る
人
口
a
査
に
よ
っ
て
人

頭
稅
と
兵
徭
の
對
象
と
な
る
成
年
男
子
の
把
握
に
務
め
た
︒
王
�
創
設
以
後
�
大
値

を
記
錄
し
た
一
八
四
七
年
に
お
け
る
�
國
の
人
丁
數
と
田
土
面
積
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
一

〇
二
萬
四
三
八
八
丁
︑
四
二
七
萬
八
〇
一
三
畝

(一
畝
は
〇
・
三
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
)
で

あ
っ
た(13

)
︒
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表 1 阮�稅制の基本MT

稅 目 內 容 ^入方法 �稅ef

正賦
田賦 土地稅 現物^
丁賦 定_稻作民に對する人頭稅 錢^

雜賦

鑛稅 鑛山稅 現物^ ◯

Wg/淸人/蠻儂土/淸魚戶 非キン族に對する人頭稅 錢^/銀^/現物^

金戶/燕戶/i香戶/桂戶… 特產物の生產者に對する
人頭稅 現物^

k稅 入k稅 �銀�錢^

關津 內國關稅 �銀/�銀�錢/
�錢^/現物^ ◯

源潭
源 (中部地域における山
地−l野閒の�易據點)
および內水面への課稅

錢^／現物^ ○

典據：多賀良�「19世紀ベトナムにおける租稅銀^�の問題」『社會經濟�學』83-1、2017年、94
頁の表 1を一部改變



阮
�
の
稅
制
に
お
い
て
︑
田
賦
・
丁
賦
以
外
の
諸
稅
は

す
べ
て
雜
賦
に
分
類
さ
れ
た
︒
雜
賦
諸
稅
の
う
ち
稅
收
面

で
と
く
に
重
(
だ
っ
た
の
は
︑
關
津
稅
と
呼
ば
れ
る
內
國

關
稅
で
あ
る
︒
關
津
稅
は
一
八
世
紀
に
北
部
ベ
ト
ナ
ム
を

瓜
治
し
て
い
た
黎
�−


氏
政
權
の
制
度
に
3
源
を
も
ち
︑

阮
�
0
に
お
い
て
も
實
施
の
中
心
は
北
部
ベ
ト
ナ
ム
に

あ
っ
た
︒
中
越
を
結
ぶ
內
陸
�
+
の
發
展
を
背
景
と
し
て
︑

關
津
稅
收
入
は
阮
�
に
多
く
の
貨
V
收
入
を
も
た
ら
し
た(14

)
︒

そ
の
額
は
︑
一
八
一
九
年
に
稅
錢
三
四
萬
緍

(=

貫
)
・
稅

銀
三
八
〇
〇
兩
︑
一
八
四
四
年
に
は
稅
錢
五
〇
萬
緍
・
稅

銀
二
〇
〇
〇
兩
を
記
錄
し
て
い
る(15

)
︒

阮
�
は
財
政
n
營
に
あ
た
り
︑
年
末
に
歲
入
・
歲
出
の

會
計
報
吿
書
作
成
を
義
務
附
け
て
い
た
︒﹃
寔
錄
﹄
に
は
︑

い
く
つ
か
の
年
q
に
つ
い
て
歲
入
額
と
國
庫
の
殘
高
の
記

載
が
み
ら
れ
︑
嶋
尾
氏
が
す
で
に
そ
の
數
値
を
紹
介
し
て

い
る
︒
そ
れ
を
も
と
に
阮
�
の
歲
入
額
と
國
庫
殘
高
の
推

移
を
ま
と
め
た
の
が
表
2
と
3
で
あ
り
︑
い
ず
れ
も
コ
メ

(粟
な
い
し
粟
米
)
・
錢
貨
・
金
・
銀
の
四
項
目
か
ら
M
成
さ

れ
て
い
る(16

)
︒
一
九
世
紀
�
�
の
阮
�
は
租
稅
收
入
の
ほ
か
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表 2 19世紀��における阮�の歲入額

粟
(單位：斛)

錢貨
(單位：貫)

金
(單位：兩)

銀
(單位：兩)

1820 年 2,266,650 1,925,920 580 12,040
1840 年 2,804,744 2,852,462 1,471 121,114
1847年 2,960,134 3,108,162 1,608 128,773

錢貨の計數單位：1貫=600�
重量單位：1兩=37.75グラム
容積單位：1斛=2方=76.226リットル
* 容積單位としての斛は粟 (�)、方は米 (玄米ないし白米) に對してt用され、兩
者の合算 (粟米) を示す場合には斛方という單位表記が用いられる

表 3 19世紀��における阮�の國庫殘高

粟米
(單位：斛方)

錢貨
(單位：貫)

金
(單位：兩)

銀
(單位：兩)

1840 年末 6,544,376 14,335,337 37,480
(31,261.2)

2,506,670
(2,000,169)

1847年 9� 9,466,460 12,234,358 48,741.11
(42,709.48)

3,265,346.97
(3,000,169.3)

* 金・銀の ( ) 內の數値は、珍藏ないし內留 (いずれも非常時の荏出に備えた特別
備蓄) の額を示す
典據：表 2・3 ともに嶋尾稔「阮�：「南北一家」の形成と相克」(齋u照子v『岩波

w座東南アジア�五 東南アジア世界の再v』岩波書店、2001 年)28頁。な
お表 3 のコメの殘高については、原�料に從い表記を「粟」から「粟米」へ
と變xした



に
y
力
な
財
政
收
入
源
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
︑
表
2
の
歲
入
額
は
稅
收
に
ほ
と
ん
ど
對
應
す
る
と
み
て
よ
い
︒
表
3
の
國
庫
殘
高
は
︑
フ
エ

と
各
省
の
財
政
備
蓄
を
あ
わ
せ
た
數
値
と
推
測
さ
れ
る
︒
一
九
世
紀
�
�
に
阮
�
は
い
く
つ
か
の
巨
大
な
反
亂
や
對
外
戰
爭
を
經
驗
し
て
い
る
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地
圖
：
一
九
世
紀
の
ベ
ト
ナ
ム

(實
線
は
現
在
の
國
境
を
示
す
)

＊
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
フ
リ
ー
マ
ッ
プ

(https
://d-m
aps.com
/)
に
筆
者
加
筆



が
︑
歲
入
と
國
庫
殘
高
は
一
八
四
〇
年
代
末
に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
增
加
し
て
お
り
︑
財
政
n
營
は
比
�

安
定
し
て
い
た
こ
と
が
讀
み
取

れ
る(17

)
︒

阮
�
の
財
政
收
入
を
考
え
る
う
え
で
重
(
な
の
は
︑
稅
收
の
際
立
っ
た
地
域
�
差
で
あ
る
︒
表
4
は
﹃
大
南
一
瓜
志
﹄
の
記
営
を
も
と
に
︑

省
ご
と
の
人
丁
數
・
田
土
面
積
と
稅
額

(額
�
稅
)
を
粟
・
錢
貨
・
銀
・
金
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
數
値
に
は
正
確
な

年
q
が
缺
け
て
い
る
が
︑
時
0

に
は
フ
ラ
ン
ス
の
$
略
が
始
ま
る
以
�
︑
嗣
德
初
0
(一
八
四
〇
年
代
末
～
五
〇
年
代
中
盤
)
の
狀
況
を
反
映

し
て
い
る
可
能
性
が
高
い(18

)
︒
こ
の
表
を
み
る
と
︑
課
稅
基
盤
と
な
る
人
丁
數
・
田
土
面
積
そ
し
て
稅
收
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
︑
紅
河
デ
ル
タ

を
中
核
と
す
る
北
部
諸
地
域

(廣
安
～
乂
安

(含
河
靜
))
が
他
地
域
を
壓
倒
し
て
い
る
︒
北
部
地
域
か
ら
の
稅
收
が
�
國
に
占
め
る
割
合
は
︑

粟
が
七
〇
％
︑
錢
貨
が
六
〇
％
︑
銀
が
六
二
％
︑
金
が
五
〇
％
に
�
し
て
お
り
︑
こ
の
地
域
が
阮
�
の
財
政
n
營
に
と
っ
て
い
か
に
重
(
で

あ
っ
た
か
が
分
か
る
︒
こ
れ
に
對
し
首
都
圈
が
位
置
す
る
中
部
地
域
の
稅
收
は
︑
金
を
除
く
と
い
ず
れ
も
三
地
域
中
�
低
と
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
稅
收
の
地
域
�
差
は
︑
阮
�
の
財
政
n
營
に
際
立
っ
た
特
�
を
與
え
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
租
稅
收
入
の
大
�
を
生
み

出
す
地
方
か
ら
︑
中
部
の
首
都
・
フ
エ
へ
と
向
か
う
︑
巨
大
な
財
の
液
れ
で
あ
る
︒

(二
)
財
政
と
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス

フ
エ
を
中
心
と
す
る
阮
�
の
瓜
治
體
制
に
お
い
て
は
︑
首
都
圈
と
財
政
收
入
の
中
心
と
が
W
確
に
分
離
し
て
い
た
︒
地
方
で
�
收
さ
れ
た
物

財
を
效
�
良
く
首
都
の
フ
エ
に
輸
�
す
る
た
め
︑
阮
�
は
�
國
規
模
の
財
政

物
液
を
組
織
し
よ
う
と
し
た
が
︑
そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
︑
漕
n
制
度
で
あ
っ
た(19

)
︒
漕
n
制
度
の
も
と
︑
阮
�
は
民
閒
�
舶
や
國
家
の
保
y
す
る
輸
�
�
を
動
員
し
︑
地
方
か

ら
大
量
の
物
[
を
海
路
で
フ
エ
に
輸
�
し
た
︒
漕
n
に
よ
っ
て
輸
�
さ
れ
る
物
[
の
中
心
を
占
め
る
の
は
土
地
稅
と
し
て
�
收
さ
れ
た
コ
メ
で

あ
り
︑
こ
れ
に
錢
貨
が
續
い
た
︒
阮
�
の
�
料
に
お
い
て
︑
兩
者
は
し
ば
し
ば
漕
糧
と
總
稱
さ
れ
る
︒
阮
�
0
︑
首
都
で
あ
る
フ
エ
に
は
皇

族
・
官
僚
・
兵
員
・
官
營
工
廠
の
職
人
な
ど
の
�
費
人
口
が
集
中
し
て
お
り
︑
そ
の
生
活
は
漕
糧
の
安
定

な
供
給
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
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表 4 省別の人丁・田土面積および稅收額 (嗣德初0)

省 名
人丁數
(單位：丁)

田土面積
(單位：畝)

額�稅粟
(單位：斛)

額�稅錢
(單位：貫)

額�稅銀
(單位：兩)

額�稅金
(單位：兩)

廣安 2,098 6,887 1,072 8,644 1,500 0.00
諒山 7,491 7,664 5,490 10,834 2,024 2.92
高l 9,439 36,009 9,974 16,087 2,180 2.50
宣光 4,179 16,157 4,113 16,450 5,210 550.00
興� 9,715 20,209 8,318 50,580 7,178 90.00
太原 9,461 59,907 13,705 23,848 2,168 57.00
北寧 45,723 450,103 274,943 157,199 1,360 7.00
山西 44,066 323,098 165,905 215,392 8,413 0.00
河內 60,257 393,066 245,650 202,995 1,276 0.00
海陽 43,900 425,547 260,319 154,417 2,840 0.00
興安 16,730 200,796 145,517 119,650 7,036 0.00
南定 70,898 515,774 470,712 236,489 172 0.00
寧l 31,092 145,629 103,394 35,208 0 0.00
淸� 51,379 292,129 147,252 132,679 515 0.00
乂安 (含河靜) 80,170 170,976 90,876 143,006 1,112 0.00
廣l 16,889 48,159 26,494 29,616 110 0.00
承天 (含廣治) 68,540 126,150 96,357 111,883 1,477 0.00
廣南 51,458 133,163 90,264 125,099 2,061 697.48
廣義 23,524 50,829 40,674 44,829 1,390 0.00
l定 57,249 107,705 79,850 122,698 4,898 11.23
富安 10,465 27,963 14,260 13,786 0 0.00
慶和 8,563 12,593 6,539 16,431 111 0.00
l順 13,163 39,724 32,044 18,300 684 0.00
邊和 12,190 14,932 12,277 37,371 3,193 0.00
嘉定 32,826 175,063 167,350 112,027 5,789 0.00
定祥 22,584 148,878 112,753 125,804 679 0.00
永隆 28,323 139,932 95,479 119,416 1,460 0.00
安江 15,065 88,336 55,560 121,471 2,421 0.00
河� 5,793 1,699 2,408 1,441 2,192 0.00
北部合計
(廣安〜乂安)

486,598 3,063,951 1,947,240 1,523,478 42,984 709.42

中部合計
(廣l〜l順) 249,851 546,286 386,482 482,642 10,731 708.71

南部合計
(邊和〜河�) 116,781 568,840 445,827 517,530 15,734 0.00

�國合計 853,230 4,179,077 2,779,549 2,523,650 69,449 1418.13

典據：『大南一瓜志』(法國亞洲學會藏抄本影印、西南師範大學出版社・人民出版社：重慶・北京、
2015 年) 各省田賦

*影印本・第三册には永隆省と河�省の項目の閒にWらかな錯鯵があるため、兩省の數値は筆者の�
斷で正しく入れ替えた。また河內の額�稅銀、乂安 (含河靜) の田土面積および廣lの額�稅錢に
ついては、原�料の數値にWらかな�記がみられる。そこで本稿では、河內の額�稅銀については
東洋�庫�藏の寫本、乂安 (含河靜) の田土面積および廣lの額�稅錢については印度荏9協會が
1941 年に出版した影印本に依據して數値を訂正した。



と
な
っ
た
︒
ま
た
漕
糧
に
加
え
︑
地
方
の
特

產
物
な
ど
も
漕
n
に
よ
っ
て
定
0

に
フ
エ

に
輸
�
さ
れ
て
い
た
︒

地
方
か
ら
フ
エ
へ
輸
�
さ
れ
る
漕
糧
の
額

に
つ
い
て
は
︑
一
八
三
九
年
に
北
部
が
米
五

〇
萬
方
︑
南
部
が
米
一
〇
萬
方
・
粟
一
〇
萬

斛
と
い
う
基
準
が
示
さ
れ
た
︒
こ
の
額
は
一

八
四
九
年
に
改
定
さ
れ
︑
北
部
は
米
四
五
萬

方
︑
南
部
は
白
米
三
萬
方
・
粟
三
萬
斛
と

な
っ
た(20

)
︒
た
だ
實
際
に
は
︑
各
地
方
の
�
稅

狀
況
や
フ
エ
で
の
需
(
に
應
じ
︑
輸
�
額
は

每
年
a
整
さ
れ
て
い
た
︒
年
q
に
缺
落
は
あ

る
も
の
の
︑﹃
會
典
﹄
に
は
そ
の
年
な
い
し

�
年
に
輸
�
す
べ
き
漕
糧
の
額

(應
載
額
)

が
記
錄
さ
れ
て
い
る
︒
表
5
は
そ
れ
を
も
と

に
し
て
︑
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
る
年
q
に
つ
き

フ
エ
へ
の
應
載
額
を
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
︒

表
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
紹
治
以
影

に
は
漕
糧
と
し
て
コ
メ
だ
け
で
な
く
大
量
の
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表 5 地方からフエへの應載額の推移 (1813〜1852 年)

年 q 米
(單位：方)

粟
(單位：斛)

錢貨
(單位：貫)

白米
(單位：方)

糯米
(單位：斛)

嘉隆 13 (1814) 600,000 0 0 0 0

W命 6 (1825) 620,000 0 0 0 0

W命 8 (1827) 500,000 0 0 0 0

W命 10 (1829) 500,000 0 0 0 0

W命 11 (1830) 224,050 0 0 0 200

W命 14 (1833) 260,000 0 0 0 0

W命 15 (1834) 200,000 0 0 0 0

W命 16 (1835) 380,000 0 0 0 0

W命 18 (1837) 380,000 0 0 0 0

W命 19 (1838) 420,000 0 0 0 0

W命 20 (1839) 300,000 240,000 0 0 0

紹治元 (1841) 400,000 0 0 20,000 0

紹治 3 (1843) 350,000 0 0 20,000 0

紹治 4 (1844) 660,000 50,000 150,000 0 0

紹治 5 (1845) 600,000 0 350,000 30,000 0

紹治 6 (1846) 520,000 0 300,000 30,000 0

紹治 7 (1847) 500,000 100,000 2,000,000 30,000 0

嗣德元 (1848) 290,000 0 1,200,000 30,000 0

嗣德 2 (1849) 380,000 30,000 750,000 30,000 0

嗣德 3 (1850) 450,000 40,000 800,000 30,000 0

嗣德 4 (1851) 450,000 30,000 1,000,000 30,000 0

嗣德 5 (1852) 500,000 70,000 1,200,000 50,000 0

典據：『欽定大南會典事例』(法國�東學院�藏本影印、西南師範大學出版社・人民出版社：重慶・
北京、2015 年) 卷 256、漕政漕n一、額�漕糧



錢
貨
が
輸
�
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ぎ
に
擧
げ
る
表
6

は
︑﹃
會
典
﹄
の
デ
ー
タ
が
比
�

よ
く
整
っ
て
い

る
紹
治
年
閒
の
應
載
額
を
省
別
に
復
元
し
た
も
の

で
あ
る
︒
應
載
額
に
は
省
に
よ
っ
て
か
な
り
の
差

が
存
在
し
て
い
た
︒
漕
糧
の
う
ち
と
く
に
米
に
つ

い
て
み
る
と
︑
そ
の
大
部
分
は
北
部
の
紅
河
デ
ル

タ
諸
省
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
と
り
わ
け

南
定
省
は
︑
一
省
で
漕
糧
と
し
て
輸
�
さ
れ
る
米

の
三
分
の
一
以
上
を
供
出
し
て
い
る
︒
錢
貨
に
つ

い
て
は
中
部
・
南
部
も
大
き
な
額
を
供
出
し
て
い

る
が
︑
�
大
の
供
出
地
は
や
は
り
北
部
地
域
で

あ
っ
た
︒

阮
�
の
財
政
物
液
に
お
い
て
︑
コ
メ
や
錢
貨
な

ど
か
さ
ば
る
物
品
が
漕
n
に
よ
り
海
路
で
輸
�
さ

れ
た
の
に
對
し
︑
貴
金
屬
等
の
高
價
な
物
品
は
陸

路
に
よ
る
輸
�
が
d
擇
さ
れ
た
︒
陸
路
で
フ
エ
に
輸
�
さ
れ
た
物
品
の
な
か
で
�
も
重
(
な
の
は
銀
で
あ
る
︒
阮
�
は
�
稅
や
和
買
を
+
じ
て

地
方
で
獲
得
さ
れ
た
銀
の
う
ち
︑
規
定
の
備
蓄
額
を
超
え
た
部
分
は
必
ず
フ
エ
に
輸
�
す
る
よ
う
義
務
づ
け
て
い
た(21

)
︒
表
7
は
﹃
寔
錄
﹄
と
硃

本
に
殘
さ
れ
た
記
営
を
も
と
に
し
て
︑
W
命
0
以
後
陸
路
で
フ
エ
に
n
ば
れ
た
銀
の
量
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
年
q
に
缺
落
は
多
い
も
の
の
︑

一
八
四
五
年
の
よ
う
に
︑
一
年
で
一
〇
萬
兩
�
い
銀
が
輸
�
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
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表 6 紹治年閒 (1841-1847) における省別應載額

米
(單位：方)

粟
(單位：斛)

錢貨
(單位：貫)

白米
(單位：方)

北寧 290,000 0 50,000 0

河內 490,000 0 0 0

海陽 400,000 0 150,000 0

興安 360,000 0 0 0

南定 1,160,000 0 300,000 0

山西 100,000 0 0 0

寧l 170,000 0 0 0

淸� 0 0 500,000 0

乂安 0 0 200,000 0

河靜 0 0 50,000 0

廣治 0 0 200,000 0

廣南 0 0 350,000 0

l定 0 0 450,000 0

l順 0 0 100,000 0

嘉定 40,000 90,000 150,000 120,000
定祥 20,000 60,000 150,000 0

永隆 0 0 150,000 10,000
北部合計 2,970,000 0 1,250,000 0

中部合計 0 0 1,100,000 0

南部合計 60,000 150,000 450,000 130,000
總 計 3,030,000 150,000 2,800,000 130,000

典據：表 5と同じ



(三
)
フ
エ
に
お
け
る
財
政
備
蓄

海
路
と
陸
路
で
地
方
か
ら
集
め
ら
れ
た
大
量
の
物
[
は
︑
フ
エ
に
円
設
さ
れ

た
各
種
備
蓄
機
關
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
︒
そ
の
結
果
一
九
世
紀
�
�
の
フ
エ

に
は
︑
他
地
域
を
壓
倒
す
る
膨
大
な
財
政
備
蓄
が
形
成
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
︒

こ
こ
で
は
首
都
に
設
け
ら
れ
た
備
蓄
機
關
の
う
ち
︑
と
く
に
重
(
な
倉
場
と
內

務
府
の
財
政
備
蓄
に
つ
い
て
確
�
す
る
︒

倉
場
は
フ
エ
に
お
け
る
�
大
の
備
蓄
機
關
で
あ
り
︑
穀
物
と
錢
貨
の
貯
藏
庫

群
か
ら
M
成
さ
れ
る
︒
米
穀
を
貯
藏
す
る
各
倉
は
京
倉
と
總
稱
さ
れ
︑
廣
積

號
・
廣
盛
號
・
廣
豐
號
の
各
號
倉
と
︑
宮
廷
�
費
用
の
米
を
備
蓄
す
る
尙
米
倉
︑

籍
田
の
收
穫
を
貯
藏
す
る
神
倉
か
ら
な
っ
て
い
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
錢
貨
は
︑

永
成
號
と
永
富
號
か
ら
な
る
錢
庫
に
貯
藏
さ
れ
た(22

)
︒﹃
會
典
﹄
は
�
料
が
作
成

さ
れ
た
嗣
德
初
0
の
京
倉
備
蓄
定
額
と
し
て
︑
粟
一
六
〇
萬
斛
と
い
う
數
字
を

擧
げ
て
い
る(23

)
︒﹃
寔
錄
﹄
に
よ
れ
ば
︑
一
八
三
四
年
時
點
に
お
け
る
京
倉
の
貯

藏
額
は
粟
一
二
五
萬
斛
︑
こ
れ
に
對
し
俸
餉
や
兵
餉
と
し
て
フ
エ
で
必
(
と
な

る
粟
米
は
年
閒
,
五
〇
萬
斛
方
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
時
戶
部
︑
倉
場
︑
廷
臣

ら
に
よ
っ
て
京
倉
の
備
蓄
方
針
に
關
す
る
議
論
が
行
わ
れ
︑
北
圻
か
ら
の
漕
米

と
京
倉
の
粟
で
每
年
の
荏
出
額
五
〇
萬
斛
方
を
ま
か
な
い
つ
つ
︑
承
天
府
の
租

粟
に
よ
っ
て
京
倉
か
ら
の
荏
出
を
補
填
し
︑
備
蓄
額
を
一
五
〇
萬
斛
に
維
持
す
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表 7 地方からフエへの金・銀輸�額 (單位：兩、兩以下は切り�て)

年q 銀 金 銀+金 發�地 �料典據

1823 50,000 50,000 嘉定 『寔錄』正v、第 2紀、卷 20、5葉裏
1827 31,500 31,500 �國 『寔錄』正v、第 2紀、卷 41、8葉表
1831 55,000 55,000 北城 『會典』卷 54、2葉裏

1835 22,500 22,500 中部各省 『寔錄』正v、第 2紀、卷 154、22葉裏
1835 46,765 675 47,440 北圻 硃本、W命、第 54集、4葉表−6葉裏

1842* 103,165 北圻 硃本、紹治、第 17 集、41葉表−43葉裏

1845* 89,644 189 89,833 北圻 硃本、紹治、第 30集、32葉表−35葉裏

1851 40,227 1,292 41,519 廣l以北 硃本、嗣德、第 22集、214葉表−217葉裏

1851 21,190 12 21,202 廣南以南 硃本、嗣德、第 26集、166葉表−168葉裏

1852* 11,500 11 11,511 廣南以南 硃本、嗣德、第 36集、249葉表−252葉裏

1852* 24,000 791 24,791 廣治以北 硃本、嗣德、第 36集、266葉表−271葉表

1855 17,467 91 17,558 廣治以北 硃本、嗣德、第 49 集、235葉表−239葉表

1859* 52,299 86 52,385 �國 硃本、嗣德、第 101集、261葉表−266葉表

1862 26,940 78 27,018 北圻 硃本、嗣德、第 139 集、78葉表−80葉裏

*を付した年qの數値は發�豫定額。銀は土銀を、金は砂金を含めた額を示す



る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る(24

)
︒

阮
�
の
財
政
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
︑
�
稅
・
和
買
な
ど
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
稀
少
材

(金
銀
寶
玉
や
高
�
織
物
な
ど
)
は
す
べ
て
內
務
府
に

よ
り
管
理
さ
れ
た(25

)
︒
一
般
に
內
務
府
は
淸
�
に
お
け
る
皇
/
の
家
政
機
關
と
し
て
知
ら
れ
る
が
︑
阮
�
の
內
務
府
は
嘉
隆
0
に
存
在
し
た
圖
家

と
呼
ば
れ
る
機
關
を
�
身
と
し
︑
W
命
年
閒
に
內
務
府
へ
と
名
稱
が
變
x
さ
れ
た
︒
內
務
府
に
は
貯
藏
物
に
應
じ
て
合
計
一
〇
の
貯
藏
庫
が
設

け
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
う
ち
阮
�
の
財
政
に
と
っ
て
と
く
に
重
(
だ
っ
た
の
は
︑
金
銀
庫
の
銀
備
蓄
で
あ
る
︒
金
銀
庫
の
銀
備
蓄
は
W
命
年
閒

に
入
っ
て
O
�
に
增
加
し
︑
そ
の
額
は
一
八
三
〇
年
の
時
點
で
一
六
六
萬
兩
に
�
し
た
︒
一
八
三
五
年
に
は
銀
備
蓄
の
增
加
に
對
應
す
る
た
め
︑

內
務
府
の
な
か
に
﹁
銀
窟
﹂
と
呼
ば
れ
る
貯
藏
ス
ペ
ー
ス
が
怨
設
さ
れ
て
い
る
︒
內
務
府
に
お
け
る
金
銀
備
蓄
は
︑
そ
の
大
部
分
が
﹁
珍
藏
﹂

と
い
う
形
を
と
り
︑
非
常
時
を
除
い
て
荏
出
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
表
3
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
︑
銀
の
珍
藏
額
は
一
八
四
〇
年
に
,

二
〇
〇
萬
兩
︑
一
八
四
七
年
に
は
,
三
〇
〇
萬
兩
に
�
し
て
お
り
︑
そ
の
額
は
き
わ
め
て
巨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

內
務
府
に
巨
大
な
銀
備
蓄
が
積
み
上
げ
ら
れ
る
い
っ
ぽ
う
︑
地
方
の
銀
備
蓄
額
は
O
激
に
�
減
さ
れ
て
い
っ
た
︒
地
方
に
お
け
る
銀
備
蓄
總

額
は
嘉
隆
0
の
一
八
一
三
年
に
一
八
萬
二
二
二
兩
と
報
吿
さ
れ
て
い
る
が(26

)
︑
W
命
0
に
入
る
と
一
八
三
〇
年
に
は
じ
め
て
地
域
ご
と
の
銀
備
蓄

上
限
額
が
提
示
さ
れ
︑
そ
の
合
計
額
は
九
萬
一
五
〇
〇
兩
に
ま
で
抑
え
ら
れ
た(27

)
︒
W
命
/
は
そ
の
後
も
北
城
總
鎭
の
解
體(28

)
や
南
部
に
お
け
る
黎

�
𠐤
反
亂(29

)
の
鎭
壓
と
い
っ
た
機
會
を
と
ら
え
︑
地
方
の
銀
備
蓄
を
フ
エ
に
移
轉
し
て
い
る
︒
そ
の
後
嗣
德
/
0
に
な
っ
て
行
わ
れ
た
一
八
五
九

年
の
改
定
に
よ
り
︑
地
方
銀
備
蓄
の
上
限
は
合
計
六
〇
五
〇
兩
に
ま
で
減
額
さ
れ
た(30

)
︒
な
お
こ
の
改
定
の
�
年
︑
フ
エ
へ
の
現
�
後
北
部
諸
省

に
殘
さ
れ
た
銀
は
︑
河
內
八
〇
兩
︑
諒
山
二
一
四
兩
︑
高
l
五
六
〇
兩
︑
寧
l
一
八
兩
︑
山
西
四
兩
︑
興
�
一
一
兩
︑
宣
光
七
四
〇
兩
︑
廣
安

二
三
〇
兩
︑
興
安
一
五
〇
兩
︑
南
定
六
〇
兩
︑
海
陽
四
〇
兩
︑
北
寧
と
太
原
各
三
〇
兩
で
︑
合
計
二
一
六
七
兩
に
�
ぎ
な
か
っ
た(31

)
︒
嘉
隆
0
か

ら
嗣
德
0
に
い
た
る
地
方
の
銀
備
蓄
の
推
移
を
み
る
と
︑
阮
�
が
地
方
に
お
け
る
備
蓄
額
を
�
減
し
︑
銀
の
ス
ト
ッ
ク
を
フ
エ
に
集
中
さ
せ
よ

う
と
し
た
こ
と
は
W
白
で
あ
る
︒

以
上
本
違
で
の
分
析
か
ら
︑
一
九
世
紀
�
�
に
お
け
る
阮
�
財
政
の
M
T
を
q
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
阮
�
は
正
賦
と
し
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て
の
田
賦
・
丁
賦
と
︑
關
津
稅
な
ど
雜
賦
諸
稅
の
�
收
を
+
じ
︑
比
�

安
定
し
た
財
政
收
入
基
盤
を
維
持
し
て
い
た
︒
地
域
別
に
み
る
と
︑

阮
�
の
財
政
收
入
の
基
盤
は
︑
首
都
圈
を
含
む
中
部
地
域
で
は
な
く
︑
紅
河
デ
ル
タ
を
中
核
と
す
る
北
部
地
域
に
存
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
阮

�
は
︑
海
路
・
陸
路
に
よ
る
輸
�
制
度
を
+
じ
︑
地
方
か
ら
フ
エ
に
向
か
う
巨
大
な
富
の
液
れ
を
つ
く
り
だ
し
た
︒
そ
し
て
地
方
か
ら
n
び
 

ま
れ
た
物
財
は
︑
フ
エ
に
お
い
て
巨
大
な
財
政
備
蓄
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
︒
以
下
第
二
違
と
第
三
違
で
は
︑
一
九
世
紀
�
�
に
形
成
さ
れ
た

こ
の
よ
う
な
財
政
M
T
が
︑
一
九
世
紀
後
�
に
い
た
っ
て
ど
の
よ
う
に
變
�
し
て
い
っ
た
の
か
を
檢
討
す
る
︒

第
二
違

一
九
世
紀
後
�
に
お
け
る
阮
�
財
政
の
危
機

紹
治
0
に
頂
點
に
�
し
た
阮
�
の
財
政
收
入
と
國
庫
備
蓄
は
︑
嗣
德
/
の
卽
位
後
︑
一
八
四
〇
年
代
末
か
ら
一
八
五
〇
年
代
�
�
に
か
け
て

停
滯
な
い
し
減
少
す
る
︒
こ
の
時
0
に
相
q
い
で
發
生
し
た
災
傷
や
疫
疾
は
財
政
收
入
の
]
で
あ
る
田
賦
・
丁
賦
の
課
稅
基
盤
を
掘
り
¢
す
と

と
も
に
︑
救
荒
政
策
の
必
(
か
ら
國
家
の
財
政
荏
出
を
增
大
さ
せ
た(32

)
︒
こ
う
し
た
嗣
德
初
0
の
危
機
は
阮
�
の
財
政
n
營
を
壓
£
し
た
が
︑
財

政
シ
ス
テ
ム
に
根
本
か
ら
變
x
を
£
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
一
九
世
紀
�
�
に
M
築
さ
れ
た
財
政
シ
ス
テ
ム
に
M
T

な
變
�
が
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
�
民
地
$
略
と
北
部
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
華
人
武
裝
集
團
の
活
動
が
本
格
�
す
る
︑
一
八
五
〇
年
代
末
か
ら

七
〇
年
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
︒
本
違
で
は
當
該
時
0
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
の
狀
況
を
財
政
と
の
關
わ
り
に
着
目
し
て
槪
觀
し
た
う
え
で
︑

こ
の
時
0
の
阮
�
の
財
政
n
營
に
決
定

な
影
&
を
與
え
る
こ
と
と
な
っ
た
北
部
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
軍
事
荏
出
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
︒

(一
)
時
代
狀
況

一
八
五
八
年
の
ダ
ナ
ン
攻
擊
の
の
ち
南
部
ベ
ト
ナ
ム
に
轉
	
し
た
フ
ラ
ン
ス
は
︑
一
八
五
九
年
に
嘉
定=

サ
イ
ゴ
ン
を
占
領
す
る
︒
阮
�
は

當
初
フ
ラ
ン
ス
の
南
部
$
略
に
武
力
で
抵
抗
し
た
が
︑
北
部
の
1
勢
不
安
も
あ
っ
て
一
八
六
二
年
に
は
第
一
q
サ
イ
ゴ
ン
條
,
を
結
び
︑
コ
ー

チ
シ
ナ
東
部
三
省

(邊
和
・
嘉
定
・
定
祥
)
を
フ
ラ
ン
ス
に
割
讓
し
た
︒
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
は
阮
�
側
に
殘
っ
た
西
部
三
省
に
	
出
を
は
か
り
︑
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一
八
六
七
年
ま
で
に
永
隆
・
安
江
・
河
�
の
三
省
を
¤
合
す
る
︒
財
政
面
に
つ
い
て
み
る
と
︑
南
部
地
域
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
勢
力
擴
大
は

阮
�
に
二
つ
の
歸
結
を
も
た
ら
し
た
︒

第
一
に
︑
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
領
土
$
略
の
結
果
︑
阮
�
は
南
部
六
省
か
ら
得
ら
れ
る
稅
收
を
一
八
六
七
年
ま
で
に
す
べ
て
失
う
こ
と
と
な
っ

た
︒
表
4
に
よ
れ
ば
︑
嗣
德
初
0
に
お
け
る
南
部
六
省
の
稅
收
は
粟
四
四
萬
五
八
二
七
斛

(�
國
合
計
の
一
六
％
)
︑
錢
貨
五
一
萬
七
五
三
〇
貫

(同
二
〇
％
)
︑
銀
一
萬
五
七
三
四
兩

(同
二
二
％
)
で
あ
り
︑
稅
收
�
體
に
占
め
る
比
�
は
決
し
て
無
視
で
き
な
い
︒
南
部
に
お
け
る
稅
收
の
喪

失
は
︑
そ
こ
か
ら
フ
エ
に
輸
�
さ
れ
る
漕
糧
の
喪
失
を
も
J
味
す
る
︒
南
部
地
域
か
ら
フ
エ
へ
の
穀
物
輸
�
を
切
斷
す
る
こ
と
は
︑
フ
ラ
ン
ス

の
サ
イ
ゴ
ン
占
領
に
お
け
る
重
(
目

の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た(33

)
︒
南
部
か
ら
の
漕
糧
を
失
っ
た
結
果
︑
フ
エ
に
と
っ
て
北
部
地
域
が
も
つ
財
政

面
で
の
重
(
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
た
︒
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
サ
イ
ゴ
ン
占
領
直
後
の
一
八
六
〇
年
︑
嗣
德
/
は
北
部
諸
省
の
官
¥
に
對
し
て
民

生
の
安
寧
と
賦
稅
の
閏
足
を
嚴
命
す
る
と
と
も
に
︑﹁
北
圻
諸
省
は
國
家
の
財
賦
が
出
ず
る
�
の
地
で
あ
り
︑
現
在
南
圻
か
ら
の
載
n
が
困
難

な
の
で
︑
京
師
で
必
(
な
錢
穀
は
す
べ
て
こ
こ

(北
圻
)
よ
り
取
給
し
て
い
る
﹂
と
営
べ
て
い
る(34

)
︒

第
二
に
︑
阮
�
は
第
一
q
サ
イ
ゴ
ン
條
,
に
よ
っ
て
領
土
割
讓
の
み
な
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ペ
イ
ン
に
對
す
る
多
額
の
賠
償
金
荏
拂
い
を
課

せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
對
佛
賠
償
金
に
つ
い
て
み
る
と
︑
條
,
に
定
め
ら
れ
た
金
額
は
銀
四
〇
〇
萬
元

(銀
兩
奄
算
に
し
て
二
八
八
萬
兩
)

で
︑
一
〇
年
閒
の
分
割
拂
い
と
さ
れ
た
︒
荏
拂
い
は
每
年
�
後
二
囘
に
わ
け
て
行
い
︑
一
囘
に
つ
き
銀
二
〇
萬
元
相
當
を
荏
拂
う
取
り
決
め
で

あ
っ
た(35

)
︒
一
八
四
七
年
に
お
け
る
銀
の
國
庫
殘
高
が
珍
藏
分
を
含
め
三
二
〇
萬
兩
�
後

(表
3
參
照
)
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
總
額

銀
四
〇
〇
萬
元
と
い
う
賠
償
額
は
︑
阮
�
の
財
政
に
と
っ
て
極
め
て
巨
大
な
額
だ
っ
た
と
い
え
る
︒

阮
�
は
一
八
六
二
～
六
三
年
に
か
け
二
年
分
の
規
定
額
八
〇
萬
元
の
う
ち
七
九
萬
四
九
五
一
元
を
荏
拂
っ
た
後
︑
嗣
德
一
八

(一
八
六
五
)

年
三
�
の
時
點
で
︑
嗣
德
一
七
年
の
�
0
分
に
あ
た
る
二
〇
萬
元
が
未
拂
い
の
狀
態
で
あ
っ
た(36

)
︒
嗣
德
一
八
年
七
�
に
は
︑
內
務
府
か
ら
一
〇

萬
元
相
當
の
銀
器
・
銀
錠
を
摘
出
し
︑
賠
償
金
荏
拂
い
に
閏
て
て
い
る(37

)
︒
阮
�
は
內
務
府
に
貯
藏
さ
れ
た
銀
の
ほ
か
︑
第
一
q
サ
イ
ゴ
ン
條
,

後
も
領
土
と
し
て
殘
さ
れ
た
永
隆
・
安
江
・
河
�
の
稅
收
を
賠
償
金
荏
拂
い
に
用
い
た
︒
嗣
德
一
八
年
六
�
に
は
三
省
よ
り
銀
元
,
一
萬
元
・
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錢
貨
一
〇
萬
緍
・
粟
五
萬
斛(38

)
︑
同
年
七
�
に
は
黃
金
,
九
二
〇
兩
・
銀
兩
,
二
二
二
〇
兩
︑
銀
元
一
萬
五
〇
〇
元
が
賠
償
金
荏
拂
い
に
ま
わ
さ

れ
て
い
る(39

)
︒
ま
た
同
年
一
〇
�
に
は
︑
永
隆
省
の
淸
商
・
顏
萬
合
に
命
じ
て
至
O
稅
銀
三
〇
萬
元
を
^
入
さ
せ
︑
賠
償
金
荏
拂
い
に
あ
て
る
こ

と
が
決
定
さ
れ
た(40

)
︒

阮
�
が
南
で
フ
ラ
ン
ス
の
	
攻
に
對
峙
し
て
い
る
と
き
︑
北
で
も
そ
の
瓜
治
を
大
き
く
搖
さ
ぶ
る
事
態
が
發
生
し
て
い
た
︒
北
部
の
l
野
地

域
で
は
︑
キ
リ
ス
ト
敎
徒
の
謝
�
奉

(な
い
し
黎
維
奉

(鳳
))
が
黎
�
の
復
興
を
揭
げ
て
阮
�
に
對
す
る
反
亂
を
3
こ
し
た
︒
謝
�
奉
の
反
亂

は
一
八
六
一
年
か
ら
一
八
六
五
年
ま
で
續
き
︑
阮
�
は
北
部
で
の
反
亂
討
伐
に
兵
力
を
集
中
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
︒
北
部
の
山
嶽
地
帶
に

お
い
て
は
︑
一
八
六
〇
年
代
よ
り
山
地
少
數
民
に
よ
る
反
亂
が
頻
發
す
る(41

)
︒
反
亂
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
高
地
に
暮
ら
す
ミ
ャ
オ
・
ヤ
オ
系
の

人
々
で
あ
り
︑﹁
白
旗
軍
﹂
と
呼
ば
れ
る
反
亂
勢
力
を
形
成
し
て
阮
�
の
山
地
荏
	
を
脅
か
し
た(42

)
︒

白
旗
軍
に
續
い
て
北
部
山
地
の
秩
序
を
さ
ら
に
掘
り
¢
す
こ
と
と
な
っ
た
の
が
︑
一
八
六
〇
年
代
末
よ
り
國
境
を
超
え
て
液
入
し
て
き
た
華

人
武
裝
集
團
で
あ
る
︒
ベ
ト
ナ
ム
の
諒
山
・
高
l
地
域
と
ª
接
す
る
廣
西
省
で
は
︑
太
l
天
國
反
亂
の
餘
波
を
う
け
て
武
裝
集
團
が
叢
生
し
︑

淸
�
の
荏
	
に
抵
抗
し
て
い
た(43

)
︒
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
大
き
な
勢
力
と
し
て
吳
淩
雲
の
�
い
る

陵
國
が
あ
り
︑
彼
が
淸
�
軍
の
討
伐
を
う

け
て
死
®
し
た
後
は
︑
息
子
の
吳
亞
¯
(ベ
ト
ナ
ム
側
�
料
で
は
吳
鯤
)
が
そ
の
勢
力
を
引
き
繼
い
だ
︒
廣
東
の
客
家
出
身
で
あ
る
劉
永
福
は
當

初
吳
亞
¯
の
	
下
に
あ
っ
た
が
︑
一
八
六
五
年
に
は
さ
ら
な
る
活
路
を
求
め
て
黑
旗
軍
を
結
成
し
︑
ベ
ト
ナ
ム
に
渡
る
︒
北
部
ベ
ト
ナ
ム
に
お

け
る
劉
永
福
と
黑
旗
軍
は
︑
白
旗
軍
の
擊
破
を
き
っ
か
け
に
阮
�
と
の
協
力
關
係
を
築
い
た
︒
つ
い
で
一
八
六
八
年
に
は
︑
廣
西
を
²
わ
れ
た

吳
亞
¯
と
そ
の
麾
下
に
あ
っ
た
黃
崇
英

(ま
た
は
盤
輪
四
)
が
ベ
ト
ナ
ム
に
$
入
す
る
︒
阮
�
は
淸
�
軍
と
協
力
し
て
吳
亞
¯
の
擊
破
に
成
功

す
る
が
︑
こ
れ
を
生
き

び
た
黃
崇
英
は
黃
旗
軍
と
呼
ば
れ
る
武
裝
集
團
を
形
成
し
た
︒
黃
崇
英
は
一
八
七
五
年
に
捕
殺
さ
れ
る
ま
で
︑
雲
南

−

ベ
ト
ナ
ム
�
易
の
(
地
で
あ
る
ラ
オ
カ
イ
の
荏
	
を
め
ぐ
り
劉
永
福
の
黑
旗
軍
と
熾
烈
な
抗
爭
を
繰
り
廣
げ
た(44

)
︒

一
八
六
〇
年
代
以
影
深
刻
�
す
る
北
部
ベ
ト
ナ
ム
の
1
勢
不
安
は
︑
田
土
の
荒
廢
や
人
丁
の
漂
散
︑
�
易
の
斷
絕
な
ど
を
も
た
ら
し
︑
阮
�

の
財
政
收
入
基
盤
に
も
深
刻
な
影
&
を
µ
ぼ
し
た
︒
と
り
わ
け
山
地
部
に
お
い
て
は
︑
白
旗
軍
や
中
國
人
武
裝
集
團
の
活
動
に
よ
っ
て
鑛
山
開
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發
や
國
境
貿
易
が
阻
碍
さ
れ
た
た
め
︑
阮
�
が
そ
こ
か
ら
得
て
い
た
財
政
收
入
も
縮
小
し
た
︒
こ
の
時
0
ベ
ト
ナ
ム
�
大
の
銅
產
を
ほ
こ
っ
た

聚
隆
銅
山
は
白
旗
軍
の
攻
擊
に
よ
っ
て
荒
廢
し
︑
そ
れ
に
續
く
吳
亞
¯
ら
の
液
入
は
關
津
稅
の
�
收
を
困
難
に
し
た(45

)
︒
こ
う
し
た
狀
況
の
も
と

國
境
地
帶
で
活
動
す
る
商
人
は
︑
阮
�
で
は
な
く
黑
旗
軍
や
黃
旗
軍
の
保
護
を
賴
っ
て
�
易
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒

こ
の
よ
う
に
︑
一
八
六
〇
年
代
以
後
に
は
北
部
地
域
に
お
け
る
財
政
收
入
の
基
盤
が
·
體
�
す
る
一
方
︑
反
亂
の
鎭
壓
に
か
か
る
軍
事
荏
出

は
擴
大
の
一
方
を
た
ど
っ
た
︒
そ
こ
で
q
¸
で
は
︑
阮
�
財
政
の
轉
奄
を
¹
く
こ
と
と
な
る
軍
事
荏
出
の
實
態
を
︑
北
部
山
地
の
狀
況
に
着
目

し
て
檢
討
す
る
︒

(二
)
北
部
地
域
に
お
け
る
軍
事
荏
出
の
擴
大

一
八
六
〇
年
代
に
入
る
と
︑
北
部
ベ
ト
ナ
ム
で
は
治
安
惡
�
に
對
處
す
る
た
め
大
量
の
兵
員
が
展
開
し
︑
そ
こ
で
必
(
と
さ
れ
る
兵
餉

(將

兵
へ
の
給
料
)
の
荏
拂
い
は
阮
�
の
軍
事
荏
出
を
O
�
に
擴
大
さ
せ
た
︒
例
え
ば
一
八
六
二
年
の
時
點
で
海
陽
・
興
安
の
二
省
に
は
六
八
〇
〇

人
の
兵
が
º
屯
し
て
お
り
︑
兵
餉
と
し
て
一
人
あ
た
り
五
陌

(一
陌
は
六
〇
�
)
の
亞
»
錢
が
每
�
荏
出
さ
れ
て
い
た(46

)
︒
こ
の
時
0
に
も
っ
と

も
多
く
の
軍
事
荏
出
が
行
わ
れ
た
の
は
︑
華
人
武
裝
集
團
の
活
動
地
域
と
な
っ
た
北
部
山
地
で
あ
る
︒
阮
�
は
治
安
囘
復
の
た
め
北
部
山
地
に

大
量
の
兵
員
を
投
入
し
︑
一
八
六
九
年
以
影
に
は
淸
�
軍
も
こ
の
地
域
で
勦
匪
作
戰
を
行
っ
た(47

)
︒
淸
�
軍
が
ベ
ト
ナ
ム
に
º
留
す
る
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
は
︑
一
八
六
八
年
に
廣
西
か
ら
液
入
し
た
吳
亞
¯
の
一
團
で
あ
る
︒
阮
�
は
吳
亞
¯
討
伐
の
た
め
淸
�
に
協
力
を
(
e
し
︑
こ
れ

を
う
け
嗣
德
二
二

(一
八
六
九
)
年
三
�
に
は
廣
西
提
督
・
馮
子
材
が
正
規
軍
の
三
一
營
を
�
い
諒
山
に
入
っ
た
︒
馮
子
材
は
阮
�
側
と
協
力

し
て
吳
亞
¯
を
擊
破
し
︑
嗣
德
二
三

(一
八
七
〇
)
年
六
�
ま
で
ベ
ト
ナ
ム
で
匪
¼
の
½
討
に
從
事
し
た(48

)
︒
阮
�
は
ベ
ト
ナ
ム
領
內
で
活
動
す

る
淸
�
軍
の
た
め
に
軍
需
物
[
を
補
給
し
︑
さ
ら
に
賞
賜
と
し
て
金
錢
・
銀
錢
や
金
ë
・
銀
ë

(レ
リ
ー
フ
を
施
さ
れ
た
金
製
・
銀
製
の
タ
ブ
レ
ッ

ト
)
︑
象
¾
・
香
木
・
燕
巢
・
肉
桂
な
ど
の
物
產
を
頒
給
し
た(49

)
︒
そ
れ
ゆ
え
淸
�
軍
と
の
合
同
作
戰
は
︑
阮
�
に
と
っ
て
大
き
な
財
政
荏
出
を

强
い
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る(50

)
︒
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硃
本
に
收
め
ら
れ
た
嗣
德
二
三
年
二
�
一
五
日
附
の
戶
部
題
奏
は
︑
淸
�
軍
と
の
合
同
作
戰
實
施
�
後
に
お
け
る
北
部
山
地
の
軍
事
荏
出
に

つ
い
て
︑
貴
重
な
1
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
嗣
德
二
〇

(一
八
六
七
)
年
冬
か
ら
二
三
年
二
�
に
か
け
て
フ
エ
お
よ
び
北

部
諸
省
か
ら
�
線
へ
と
�
ら
れ
た
金
・
銀
・
錢
貨
・
米
の
額
は
表
8
の
+
り
で
あ
り
︑
そ
の
合
計
額
は
亞
»
錢
奄
算
で
,
四
〇
〇
萬
貫
に
�
し

た
︒
一
八
四
七
年
に
お
け
る
阮
�
の
錢
貨
歲
入
が
,
三
〇
〇
萬
貫

(表
2
參
照
)
で
あ
っ
た
こ
と
に
照
ら
せ
ば
︑
こ
の
時
0
の
軍
事
荏
出
が
い

か
に
膨
大
な
も
の
だ
っ
た
か
が
分
か
る
︒
ま
た
表
中
に
示
さ
れ
た
物
[
以
外
に
も
︑
�
線
に
は
大
量
の
人
參
・
肉
桂
・
香
木

(琦
皇
・
沈
香
)
・

藥
材
・
織
物
類
が
�
ら
れ
て
い
た(51

)
︒
同
じ
く
こ
の
題
奏
に
よ
る
と
︑
嗣
德
二
三
年
二
�
時
點
で
山
西
・
宣
光
・
太
原
・
諒
山
・
北
寧
諸
省
に
展

開
す
る
兵
員
の
規
模
は
ベ
ト
ナ
ム
側
が
一
萬
五
五
五
〇
人
︑
淸
�
軍
が
,
八
〇
〇
〇
人
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
兵
員
の
維
持
に
必
(
な
每
�
の
荏
出

額
は
︑
錢
貨
五
～
六
萬
貫
︑
米
五
～
六
萬
方
お
よ
び
銀
三
～
四
〇
〇
〇
兩
に
�
し
た
︒
こ
う
し
た
狀
況
を
ふ
ま
え
て
戶
部
は
︑
效
�

な
兵
餉

荏
出
の
た
め
不
必
(
な
兵
員
を
�
減
す
べ
き
と
'
張
し
て
い
る(52

)
︒
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表 8 嗣德 20 年冬から 23 年 2�にかけて
�線に�られた金・銀・錢貨・米

1．フエから北寧・河內および諸軍q

黃金 300兩

銀條および銀兩 60,000兩
銀錠 (7陌錠〜3貫錠) 19,100錠
各項金錢 382枚

各項銀錢 27,659枚
紫金ë 30 面

銀ë 1,500 面

2．河靜以北の各省・Nから諸軍q

銀 105,800兩
當六銅錢 10,700貫
當四銅錢 19,500貫
亞»錢 691,000貫
米 148,900方
銀錢 500枚

金錢 5枚

銀ë 650 面

銀錠 (2錢錠〜5陌錠) 700錠

3．合 計 額

銀 (銀條および銀兩) 165,800兩
各項銀錠 19,800錠
黃金 300兩

當六銅錢 10,700貫
當四銅錢 19,500貫
亞»錢 691,000貫
米 148,900方
各項金錢 387枚

各項銀錢 28,150枚
銀ë 2,150 面
紫金ë 30 面

以上亞»錢奄算額 , 4,000,000貫

典據：硃本、嗣德、第 211集、270葉表−276葉裏
*表中の合計額の諸數値は、原�料に記載された
數値をそのままi用している



馮
子
材
の
ベ
ト
ナ
ム
	
º
に
際
し
阮
�
が
淸
�
軍
の
た
め
に
行
っ
た
荏
出
に
つ
い
て
は
︑
嗣
德
二
三
年
一
〇
�
に
行
わ
れ
た
戶
部
の
上
奏
に

詳
細
な
記
錄
が
殘
さ
れ
て
い
る
︒
ベ
ト
ナ
ム
側
の
計
算
に
よ
る
と
︑
嗣
德
二
二
年
四
�
か
ら
二
三
年
四
�
に
か
け
て
淸
�
軍
に
荏
給
さ
れ
た
錢

貨
・
銀
・
米
は
︑
銀
奄
算
で
合
計
四
萬
六
八
四
兩
に
�
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
馮
子
材
は
淸
�
側
の
計
算
に
基
づ
き
︑
北
寧
省
で
保
管
し
て
い
た

軍
[
金
か
ら
銀
三
萬
八
一
七
七
兩
を
摘
出
︑
兵
米
等
の
代
價
と
し
て
阮
�
側
に
渡
し
た
︒
し
か
し
ベ
ト
ナ
ム
側
は
︑﹁
上
國
か
ら
は
る
ば
る
我

が
國
を
助
け
に
き
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
︑
軍
需
を
ベ
ト
ナ
ム
側
よ
り
荏
給
す
る
の
は
︑
義
と
し
て
當
然
で
あ
る
﹂
と
し
て
︑
こ
の
銀
の
Â
Ã
を

決
定
す
る(53

)
︒
同
�
に
は
︑
廣
西
Ä
撫
に
對
し
て
銀
の
Å
領
辭
�
を
つ
げ
る
た
め
の
咨
�
が
作
成
さ
れ
て
い
る(54

)
︒
な
お
馮
子
材
は
兵
餉
の
代
價
の

ほ
か
︑
軍
帳
の
設
營
に
際
し
て
ベ
ト
ナ
ム
側
か
ら
借
り
た
銀
四
二
〇
八
兩
を
荏
拂
っ
た
︒
ベ
ト
ナ
ム
側
は
こ
の
軍
帳
銀
を
Å
領
し
た
が
︑
さ
き

に
兵
米
等
の
代
價
と
し
て
渡
さ
れ
た
銀
に
つ
い
て
は
︑
t
臣

(�
貢
t
¸
)
に
携
行
さ
せ
て
淸
�
側
に
�
り
屆
け
る
こ
と
と
し
た(55

)
︒

一
八
六
九
年
に
吳
亞
¯
の
½
討
が
完
了
し
た
後
も
北
部
山
地
で
は
華
人
武
裝
集
團
に
よ
る
活
動
が
續
い
た
た
め
︑
阮
�
は
こ
の
地
域
に
大
量

の
兵
員
を
	
置
し
︑
兵
餉
を
補
給
し
續
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
例
え
ば
一
八
七
二
年
時
點
に
お
け
る
北
部
諸
省
の
º
屯
兵
數
は
︑
合
計
で
三

萬
四
五
七
二
名
と
な
っ
て
い
る(56

)
︒
ま
た
淸
�
軍
と
の
合
同
作
戰
は
馮
子
材
の
歸
國
後
も
繼
續
し
︑
一
八
七
五
年
に
は
黃
旗
軍
の
黃
崇
英
︑
一
八

七
九
年
に
は
元
淸
�
軍
士
官
で
ベ
ト
ナ
ム
李
�
の
子
孫
を
自
稱
し
阮
�
へ
の
反
亂
を
3
こ
し
た
李
楊
才
が
討
伐
さ
れ
た
︒
一
八
六
九
年
以
後
︑

北
部
ベ
ト
ナ
ム
に
は
淸
�
軍
が
常
º
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る(57

)
︒
阮
�
に
と
っ
て
淸
�
軍
の
存
在
は
軍
事
面
で
大
き
な
助
け
と
な
る
一
方
︑

そ
こ
か
ら
生
じ
る
經
費
は
財
政
を
壓
£
し
續
け
た
︒
一
八
七
五
年
︑
宣
光
省
で
淸
�
軍
五
營
と
阮
�
の
省
兵
が
討
伐
作
戰
を
行
っ
た
際
に
は
︑

每
�
の
兵
餉
米
荏
出
が
七
～
八
〇
〇
〇
方
に
�
し
て
い
る(58

)
︒

阮
�
が
華
人
武
裝
集
團
に
對
し
て
實
施
し
た
招
撫
策
も
︑
北
部
山
地
で
の
財
政
荏
出
を
增
大
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
︒
招
撫
策
は
︑
武
力
討

伐

(勦
)
と
竝
行
し
て
一
八
六
〇
年
代
以
影
阮
�
が
積
極

に
用
い
た
作
戰
で
あ
る
︒
招
撫
に
應
じ
て
歸
順
し
た
集
團

(
影
匪
)
に
は
︑
王
�

に
對
す
る
協
力
の
見
Â
り
と
し
て
︑
位
階
の
賞
與
︑
糧
食
・
貨
V
の
荏
給
︑
定
_
の
許
可
︑
經
濟
特
權

(鑛
山
i
掘
權
や
關
稅
�
收
權
)
な
ど
の

恩
惠
が
付
與
さ
れ
た(59

)
︒
招
撫
策
に
は
黑
旗
軍
の
よ
う
な
成
功
事
例
も
あ
っ
た
が
︑
影
匪
に
多
額
の
[
本
を
荏
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
う
え
︑
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い
っ
た
ん
歸
順
し
た
集
團
が
し
ば
し
ば
離
反
す
る
な
ど
の
問
題
を
2
え
て
い
た
︒﹃
寔
錄
﹄
に
は
一
八
六
〇
～
七
〇
年
代
に
か
け
招
撫
の
た
め

に
多
額
の
銀
・
錢
貨
・
糧
食
を
荏
出
し
た
記
錄
が
頻
出
し
て
お
り
︑
そ
の
費
用
は
か
な
り
の
財
政
f
擔
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る(60

)
︒

北
部
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
長
0

な
軍
事
荏
出
の
增
大
は
︑
一
九
世
紀
�
�
に
M
築
さ
れ
た
阮
�
財
政
の
あ
り
方
を
大
き
く
搖
さ
ぶ
る
も
の

で
あ
っ
た
︒
一
九
世
紀
�
�
の
北
部
ベ
ト
ナ
ム
は
阮
�
の
も
っ
と
も
重
(
な
財
政
基
盤
で
あ
り
︑
米
穀
・
錢
貨
・
銀
を
は
じ
め
︑
北
部
か
ら
も

た
ら
さ
れ
る
物
[
が
フ
エ
の
財
政
備
蓄
形
成
に
大
き
く
貢
獻
し
て
い
た
︒
し
か
し
一
八
六
〇
年
代
よ
り
山
地
で
大
規
模
な
軍
事
作
戰
が
始
ま
る

と
︑
北
部
の
l
野
諸
省
は
�
線
で
不
足
す
る
米
や
錢
貨
を
補
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
︒
硃
本
に
殘
さ
れ
た
數
値
に
よ
れ
ば
︑
嗣
德
二

〇
年
冬
か
ら
二
四
年
二
�
に
か
け
︑
海
陽
・
山
西
・
河
內
・
興
安
・
南
定
・
寧
l
・
淸
�
諸
省
が
�
線
地
域
に
�
っ
た
物
[
の
合
計
は
︑
錢
九

六
萬
八
〇
〇
〇
貫
︑
銀
一
九
萬
九
八
〇
〇
兩
︑
米
三
〇
萬
九
八
〇
〇
方
で
︑
亞
»
錢
奄
算
に
す
る
と
三
七
〇
萬
五
〇
〇
〇
貫
に
�
し
て
い
る(61

)
︒

こ
れ
ら
諸
省
で
は
︑
本
來
フ
エ
に
輸
�
さ
れ
る
べ
き
漕
糧
の
一
部
が
し
ば
し
ば
�
線
へ
の
補
給
に
ま
わ
さ
れ
た
︒
例
え
ば
寧
l
・
南
定
・
海
陽

の
三
省
は
嗣
德
二
三
～
二
四
年
に
か
け
︑
漕
糧
と
し
て
輸
�
す
べ
き
錢
貨
か
ら
一
四
萬
貫
を
摘
出
し
て
軍
需
に
轉
用
し
て
い
る(62

)
︒
軍
需
の
擴
大

に
よ
っ
て
地
方
か
ら
の
漕
糧
輸
�
が
縮
小
す
る
と
︑
フ
エ
に
お
け
る
穀
物
・
錢
貨
備
蓄
も
必
然

に
減
少
し
た
︒
一
八
七
四
年
時
點
で
の
フ
エ

の
備
蓄
額
は
粟
米
九
八
萬
斛
方
︑
錢
五
三
萬
五
〇
〇
〇
緍
と
報
吿
さ
れ
て
い
る(63

)
︒
北
部
か
ら
フ
エ
に
向
か
う
物
[
の
液
れ
が
縮
小
し
て
い
っ
た

の
と
反
對
に
︑
フ
エ
か
ら
北
部
地
域
に
n
ば
れ
る
物
[
の
規
模
は
一
八
六
〇
年
代
以
後
增
大
し
て
い
っ
た
︒
表
8
か
ら
も
み
て
と
れ
る
よ
う
に
︑

嗣
德
二
〇
～
二
三
年
に
か
け
︑
フ
エ
か
ら
北
部
地
域
に
は
大
量
の
金
と
銀
が
現
�
さ
れ
て
い
る
︒
フ
エ
か
ら
北
部
へ
の
銀
現
�
は
そ
れ
以
後
も

繼
續
し
︑
一
八
七
一
年
に
は
ハ
ノ
イ
に
銀
二
萬
兩(64

)
︑
一
八
七
五
年
に
は
山
西
・
北
寧
の
軍
q
に
同
じ
く
銀
二
萬
兩
が
發
�
さ
れ
て
い
る(65

)
︒
こ
れ

ら
金
銀
や
人
參
・
肉
桂
・
香
木
な
ど
の
賞
賜
用
產
物
は
︑
も
と
も
と
內
務
府
に
備
蓄
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
一
八
六
〇
年
代
以
後
︑
北

部
と
フ
エ
と
の
閒
に
お
け
る
財
の
液
れ
は
大
き
く
變
�
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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第
三
違

怨
た
な
財
政
シ
ス
テ
ム
の
登
場

軍
事
荏
出
の
擴
大
に
よ
っ
て
財
政
危
機
に
直
面
し
た
阮
�
は
︑
國
家
の
生
き
殘
り
を
か
け
て
怨
た
な
財
源
を
摸
索
し
︑
そ
こ
か
ら
從
來
と
衣
な

る
財
政
シ
ス
テ
ム
が
出
現
す
る
に
い
た
っ
た
︒
一
八
六
〇
年
代
以
後
に
打
ち
出
さ
れ
た
阮
�
の
財
政
政
策
に
つ
い
て
は
︑
一
八
七
五
年
の
土
地
稅

制
改
革
を
除
き
︑
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
硏
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い(66

)
︒
そ
こ
で
本
違
で
は
︑
こ
の
時
0
に
現
れ
る
怨
た
な
財
政
シ
ス
テ
ム
の
特
�
を
︑

(一
)
商
品
液
+
へ
の
課
稅
强
�
(二
)
田
畝
錢
と
捐
^
の
活
用

(三
)
開
k
と
海
關
の
設
置
と
い
う
三
點
に
着
目
し
て
檢
討
し
た
い
︒

(一
)
商
品
液
+
へ
の
課
稅
强
�

一
八
六
〇
年
代
以
影
︑
阮
�
が
財
政
收
入
を
增
加
さ
せ
る
た
め
に
ま
ず
i
用
し
た
方
策
は
︑
商
品
液
+
へ
の
課
稅
强
�
で
あ
っ
た
︒
こ
の
時
0

怨
た
に
課
稅
の
對
象
と
な
っ
た
商
品
の
う
ち
︑
も
っ
と
も
重
(
な
の
は
ア
ヘ
ン
で
あ
る
︒
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
ア
ヘ
ン
液
入
は
一
八
二
〇
年
代
よ
り
本

格
�
し
︑
W
命
年
閒
に
は
そ
の
�
惡
を
食
い
止
め
る
た
め
繰
り
Â
し
ア
ヘ
ン
禁
例
が
發
せ
ら
れ
て
い
る(67

)
︒
そ
の
後
嗣
德
年
閒
に
な
っ
て
國
家
財
政

が
�
£
す
る
と
︑
フ
エ
の
廷
臣
の
閒
で
ア
ヘ
ン
合
法
�
を

め
ぐ
る
議
論
が
始
ま
っ
た
︒
ア
ヘ
ン
に
重
稅
を
か
け
れ
ば

實
質

な
t
用
禁
止
に
等
し
く
な
る

(不
禁
之
禁
)
と
'

張
す
る
グ
ル
ー
プ
と
︑
あ
く
ま
で
ア
ヘ
ン
は
嚴
禁
す
べ
し

と
'
張
す
る
グ
ル
ー
プ
の
閒
で
激
し
い
論
戰
が
3
こ
っ

た
が
︑
�
¯

に
は
嗣
德
一
八

(一
八
六
五
)
年
正
�
よ

り
ア
ヘ
ン
稅
の
�
收
が
開
始
さ
れ
た(68

)
︒
こ
の
と
き
定
め
ら

れ
た
省
別
の
ア
ヘ
ン
稅
額
は
表
9
の
と
お
り
で
あ
る
︒
そ
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表 9 嗣德 18 年におけるアヘン�
稅額 (單位：貫)

省 名 稅 額

承天およびl定 19,000
山西 4,800
廣南 6,000
廣義 6,000
l順 20,000
廣l 300

淸� 3,000
南定 24,000
海陽 10,600
興安 1,300
寧l 1,000
河內 17,000
富安 2,000
高l 600

諒山 800

興� 1,000
廣安 800

永隆・安江・河� 264,000
合 計 382,200

典據：『寔錄』正v、第 4 紀、卷 31、5
葉裏−6葉裏



の
後
稅
額
に
變
�
は
み
ら
れ
た
も
の
の
︑
阮
�
に
よ
る
ア
ヘ
ン
稅
の
�
收
は
一
八
八
〇
年
代
に
保
護
國
�
さ
れ
る
ま
で
續
け
ら
れ
た
︒

一
八
六
〇
年
代
以
影
に
は
︑
ア
ヘ
ン
の
ほ
か
に
も
樣
々
な
商
品
が
課
稅
對
象
に
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ぎ
に
あ
げ
る
表
10
は
︑﹃
寔
錄
﹄
の

記
営
を
も
と
に
し
て
一
八
六
〇
～
七
〇
年
代
に
お
け
る
商
品
課
稅
の
狀
況
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
み
る
と
︑
一
八
六
〇
年
代
以
後

に
は
︑
ア
ヘ
ン
の
ほ
か
少
な
く
と
も
米
・
酒
・
白
錫

(ス
ズ
)
・
布
纊
(綿
布
)
・
茴
油
・
綻
粉
・
乾
'
・
落
花
生
・
紫
蟻

(ラ
ッ
ク
)
・
黃
草

(淸
涼
藥
品
)
と
い
っ
た
產
品
の
液
+
に
對
し
て
課
稅
が
廣
が
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
れ
と
と
も
に
興
味
深
い
の
は
︑
商
品
液
+
へ
の
課
稅
の

多
く
が
︑﹁
屬
客
﹂﹁
淸
商
﹂
な
ど
華
人
商
人
に
よ
る
�
稅
e
f
(領
�
)
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
一
九
世
紀
の
ベ
ト
ナ
ム
で
は
華
人
が

液
+
經
濟
に
深
く
食
い
 
ん
で
い
た
た
め
︑
こ
の
d
擇
は
合
理

な
も
の
で
あ
っ
た
︒
阮
�
は
す
で
に
一
九
世
紀
�
�
に
お
い
て
鑛
山
稅
や
關

津
稅
の
一
部
を
華
人
商
人
に
領
�
さ
せ
て
い
た
が
︑
そ
の
範
圍
は
一
九
世
紀
後
�
に
な
っ
て
い
っ
そ
う
擴
大
し
た
と
い
え
る
︒
こ
の
時
0
に
お

け
る
商
品
課
稅
の
擴
大
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
を
取
り
卷
く
國
際

な
�
易
Ç
境
の
變
�
と
も
密
接
に
關
聯
し
て
い
た
︒
例
え
ば
嗣
德
二
〇

(一
八
六

七
)
年
お
よ
び
二
八

(一
八
七
五
)
年
に
お
け
る
白
錫
稅
の
�
收
は
︑
雲
南
・
蒙
自
で
產
出
さ
れ
る
ス
ズ
の
廣
東
向
け
搬
出
路
が
從
來
の
廣
西

ル
ー
ト
か
ら
紅
河
～
ハ
ノ
イ
ル
ー
ト
へ
變
�
し
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た(69

)
︒
當
時
雲
南
と
北
部
ベ
ト
ナ
ム
の
閒
で
は
紅
河
を
+
じ
た

內
陸
�
易
が
發
展
し
つ
つ
あ
っ
た
が
︑
そ
こ
で
取
引
さ
れ
る
ア
ヘ
ン
や
ス
ズ
と
い
っ
た
商
品
は
︑
阮
�
の
み
な
ら
ず
劉
永
福
の
黑
旗
軍
に
と
っ

て
も
重
(
な
課
稅
對
象
と
な
っ
て
い
る(70

)
︒

(二
)
田
畝
錢
と
捐
^
の
活
用

軍
事
荏
出
が
擴
大
す
る
な
か
︑
商
品
液
+
へ
の
課
稅
と
と
も
に
怨
た
な
財
源
と
し
て
È
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
田
畝
錢

(ま
た
は
田

土
捐
錢
)
と
捐
^
で
あ
っ
た
︒
田
畝
錢
は
土
地
に
對
す
る
臨
時
の
附
加
稅
で
あ
り
︑
捐
^
は
中
國
�
に
お
い
て
一
般
に
賣
官
と
し
て
知
ら
れ
る

制
度
で
あ
る(71

)
︒
兩
者
の
活
用
は
︑
一
八
六
〇
年
代
以
後
阮
�
の
財
政
政
策
に
お
い
て
重
(
な
論
點
を
形
作
っ
た
︒

『寔
錄
﹄
に
よ
る
と
︑
阮
�
に
よ
る
�
初
の
田
畝
錢
�
收
は
︑
河
工
に
必
(
な
財
源
を
捻
出
す
る
た
め
北
部
ベ
ト
ナ
ム
で
一
八
五
八
年
に
行
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表 10 1860〜70 年代における商品課稅狀況

年 q 內 容 �料典據

嗣德 17年 9 � 廣南省の屬客・侯利和と莊叔茗ら、沙糖稅 (廣南)
および淸�貨稅 (廣南・l定・富安) の領�をe願

『寔錄』第 4紀、卷
30、22葉表−裏

嗣德 18 年 正� Ë片稅の�收を開始 『寔錄』第 4紀、卷
31、5葉裏−6葉裏

嗣德 18 年 米粒稅の�收を開始。南定・海陽で淸商が米を輸出
する場合、1,000斤につき銀 3兩を�收

『寔錄』第 4紀、卷
40、9葉裏

嗣德 19年 7 � 永隆・安江・河�における酒稅の�收を開始。淸商
が年閒錢 2,500緍での領�をe願

『寔錄』第 4紀、卷
35、1葉裏

嗣德 20 年 4 �
白錫稅の�收を開始。稅額は 1,000 斤につき銀 10
兩 (のち 13 兩に加增) とし、茶里 (南定)・禁江
(海陽) に稅司を設置

『寔錄』第 4紀、卷
36、21葉表−裏

嗣德 20 年 5 � 巴川府に鹽kを設置し鹽稅年閒錢 6,000緍を領�し
たいとのe願を屬客が行うも、不許可

『寔錄』第 4紀、卷
36、27葉裏−28葉
表

嗣德 20 年 11� l定・l順に榷鹽稅司を設置
『寔錄』第 4紀、卷
37、41葉裏−43葉
裏

嗣德 22 年 9 � 木稅 (鐵木・楠木・各色木・雜木) を改定 『寔錄』第 4紀、卷
41、21葉表

嗣德 26 年 正� 酒稅の�收を開始 (北〜中部諸省)。稅額は大爐年
閒錢 40緍、中爐年閒錢 30緍とする

『寔錄』第 4紀、卷
48、3葉表

嗣德 28 年 6 � 河內で白錫稅の�收を再開、稅額は年閒錢 10,000
貫とする

『寔錄』第 4紀、卷
53、59葉裏

嗣德 28 年 10�
布纊稅の�收を開始。承天・廣南・廣義・l定・富
安における銀 1,500兩での領�を淸商がe願し、許
可

『寔錄』第 4紀、卷
54、28葉裏

嗣德 28 年 11� 諒山で茴油稅の�收を開始。3 年を 10とし、淸商
が錢 4,000緍で領�することを許可

『寔錄』第 4紀、卷
54、37葉表

嗣德 29年 9 �
綻粉稅 (淸�) および乾'稅 (廣南) の�收を開
始。綻粉稅は年閒銀 400兩、乾'稅は年閒銀 300兩
で淸商が領�

『寔錄』第 4紀、卷
56、4葉表

嗣德 29年 10� 廣義において落花生および花生油殻稅の�收を開
始。淸商が年閒錢 1,500緍で領�

『寔錄』第 4紀、卷
56、13葉裏

嗣德 29年 10� 乂安において紫蟻および黃草稅の�收を開始。淸人
が年閒錢 1,000緍で領�

『寔錄』第 4紀、卷
56、23葉表

嗣德 30 年 11� 河內の省臣が、淸商による白鹽・乾'・生糸・紗
綾・紈絹稅の領�をe願

『寔錄』第 4紀、卷
58、28葉表−裏

嗣德 30 年 12� 屬客・陳祥福による鹽稅の領� (甲汛および讓汛)
を許可。年閒の稅額は錢 2,661緍とする

『寔錄』第 4紀、卷
58、29葉裏



わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
と
き
田
畝
錢
の
�
收
額
は
一
畝
あ
た
り
錢
四
陌

(應
役
の
各
府
縣
は
三
陌
に
減
額
)
と
さ
れ
︑
合
計
七
五
萬
七
二
二
九
緍
の

收
入
が
見
 
ま
れ
た(72

)
︒
そ
の
後
一
八
六
三
年
に
な
る
と
︑
北
部
地
域
で
軍
需
を
目

と
す
る
田
畝
錢
の
�
收
が
開
始
さ
れ
る
︒
公
田
に
は
每
畝

一
陌
︑
私
田
に
は
每
畝
二
陌
が
賦
課
さ
れ
︑
�
收
は
嗣
德
一
九

(一
八
六
六
)
年
二
�
に
停
止
さ
れ
る
ま
で
續
い
た(73

)
︒
そ
の
後
嗣
德
二
二

(一

八
六
九
)
年
八
�
に
な
っ
て
軍
費
a
�
の
方
策
を
檢
討
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
戶
部
は
︑
停
止
さ
れ
た
田
畝
錢
�
收
の
再
開
を
提
案
し
て
い
る
︒

そ
こ
に
お
い
て
戶
部
は
︑
田
畝
錢
の
賦
課
對
象
と
し
て
田
二
八
〇
萬
八
〇
〇
〇
畝

(う
ち
公
田
五
三
萬
二
八
〇
〇
畝
︑
私
田
二
二
七
萬
五
二
四
〇
畝
)
︑

土
六
四
萬
二
〇
〇
〇
畝

(う
ち
公
土
二
五
萬
九
五
〇
〇
畝
︑
私
土
三
八
萬
二
五
〇
〇
畝
)
︑
鹽
田
一
萬
一
七
〇
〇
畝
と
い
う
數
値
を
示
し
︑
そ
こ
か
ら

年
閒
,
九
四
萬
五
〇
〇
緍
の
田
畝
錢
收
入
が
確
保
で
き
る
と
営
べ
て
い
る(74

)
︒
戶
部
の
提
案
を
う
け
た
嗣
德
/
は
田
畝
錢
の
�
收
再
開
を
許
可
し
︑

田
か
ら
は
公
田
・
私
田
を
問
わ
ず
畝
ご
と
に
錢
二
陌
︑
土
と
鹽
田
か
ら
は
錢
一
陌
が
�
收
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(75

)
︒
な
お
硃
本
に
よ
れ
ば
︑
一

八
七
一
年
の
﹁
捐
田
土
錢

(田
土
捐
錢
と
同
義
)
﹂
�
收
額
は
淸
�
・
乂
安
・
寧
l
・
南
定
・
興
安
諸
省
が
二
二
萬
貫
︑
山
西
・
北
寧
・
興
�
・

河
內
・
海
陽
諸
省
が
二
五
萬
貫
で
あ
っ
た(76

)
︒
そ
の
後
田
畝
錢
の
�
收
は
︑
賦
課
額
が
一
八
七
一
年
と
一
八
七
三
年
に
增
額
さ
れ
た
の
ち
一
八
七

五
年
に
い
た
っ
て
停
止
さ
れ
て
い
る(77

)
︒

さ
き
に
紹
介
し
た
嗣
德
二
二
年
八
�
の
戶
部
提
言
に
お
い
て
︑
田
畝
錢
と
と
も
に
議
論
に
の
ぼ
っ
た
の
が
︑
官
品
Î
與
や
徭
役
免
除
を
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
た
捐
^
の
促
	
(勸
捐
)
で
あ
っ
た
︒
戶
部
は
數
年
來
局
地

に
行
わ
れ
て
き
た
勸
捐
の
事
例
を
ふ
ま
え
︑
�
國

な
勸
捐

に
向
け
た
報
奬
基
準
を
提
示
す
る
︒
そ
の
內
容
は
︑
家
財
よ
り
錢
貨
奄
算
で
五
五
〇
貫
以
上
の
銀

(實
錢
で
^
入
す
る
場
合
は
六
〇
〇
貫
)
を
捐

^
し
た
者
に
從
九
品
を
與
え

(品
秩
は
以
後
捐
^
額
に
應
じ
て
加
增
)
︑
そ
れ
に
滿
た
な
い
^
付
額
の
者
に
は
徭
稅
免
除
の
特
權
を
付
與
し
︑
ま
た

省
・
府
・
N
の
官
員
お
よ
び
士
庶
で
勸
捐
に
顯
著
な
成
果
を
上
げ
た
者
に
對
し
て
は
︑
紀
錄
や
銀
ë
を
賜
與
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
硃

本
に
は
嗣
德
二
二
～
二
三
年
に
お
け
る
北
部
諸
省
の
捐
^
額
と
捐
^
者
リ
ス
ト
が
殘
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
捐
^
額
に
つ
い
て
み
る
と
︑
嗣
德
二

二
年
五
�
～
八
�
0
に
は
南
定
・
海
陽
・
興
安
・
廣
安
・
山
西
・
興
�
で
銀
二
七
一
〇
兩
・
錢
三
三
〇
〇
貫(78

)
︑
同
年
八
�
～
一
一
�
0
に
は
河

靜
・
乂
安
・
寧
l
・
南
定
・
海
陽
・
諒
山
・
廣
安
で
銀
三
〇
三
八
兩
・
錢
三
萬
七
七
〇
〇
貫
・
米
一
〇
〇
方(79

)
︑
同
年
一
二
�
～
�
嗣
德
二
三
年
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二
�
に
は
河
靜
・
乂
安
・
興
安
で
銀
九
九
六
兩
・
錢
五
七
三
九
貫(80

)
が
集
め
ら
れ
た
︒
捐
^
者
リ
ス
ト
の
大
部
分
は
地
方
官
や
g
紳
に
よ
っ
て
占

め
ら
れ
て
い
る
が
︑
海
陽
省
の
廣
東
幫
の
屬
客
と
い
っ
た
華
人
の
捐
^
'
體
も
確
�
さ
れ
る
︒

在
越
淸
商
へ
の
勸
捐
に
つ
い
て
み
る
と
︑
吳
亞
¯
討
伐
の
た
め
	
º
し
た
馮
子
材
も
紅
河
デ
ル
タ
の
淸
商
か
ら
捐
^
を
引
き
出
そ
う
と
し
て

い
る
︒
嗣
德
二
二
年
八
�
︑
馮
子
材
は
阮
�
側
に
對
し
て
︑
招
撫
に
應
じ
從
軍
を
希
Ñ
し
て
い
る
影
匪
に
は
米
と
銀
を
荏
給
す
る
こ
と
︑
ま
た

そ
こ
で
必
(
な
銀
は
河
內
・
南
定
の
客
商
に
捐
助
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
傳
え
た(81

)
︒
硃
本
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
と
き
淸
�
軍
側
と
阮
�
側
雙
方
の
代

表
者
が
二
省
で
淸
商
に
捐
^
を
呼
び
か
け
た
結
果
︑
河
內
で
は
五
〇
〇
〇
兩
の
捐
銀
が
得
ら
れ
た
と
い
う(82

)
︒
こ
れ
に
對
し
南
定
で
は
︑
財
力
を

も
つ
商
人
が
少
な
い
う
え
︑
�
年
は
﹁
上
游
の
y
事
﹂
で
�
易
が
+
じ
ず
赤
字
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
︑
捐
銀
の
額
は
二
〇
〇
〇
兩
に
と

ど
ま
っ
て
い
る(83

)
︒
捐
^
に
應
じ
た
客
商
の
閒
に
は
︑
黃
崇
英
と
劉
永
福
が
い
ま
だ
永
在
の
狀
況
下
で
︑
ふ
さ
が
っ
た
商
路
を
開
く
た
め
に
淸
�

軍
の
さ
ら
な
る
½
討
作
戰
を
0
待
す
る
聲
も
あ
っ
た(84

)
︒

阮
�
に
よ
る
勸
捐
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
捐
^
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
收
入
は
伸
び
惱
ん
だ
︒
一
八
七
一
年
に
な
っ
て
嗣
德
/
は
︑﹁
北

圻
に
は
富
商
大
賈
が
多
い
の
に
︑
財
を
傾
け
て
邊
境
の
軍
費
を
助
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
卜
式
の
よ
う
に
義
を
好
む
者
が
い
ま
だ
い
な
い
﹂

と
し
て
戶
部
に
北
部
の
財
政
狀
況
と
勸
捐
の
方
策
を
檢
討
さ
せ
た
が
︑
そ
こ
で
の
戶
部
の
囘
答
は
q
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
ず
北
部
の

財
政
狀
況
に
つ
い
て
︑
嗣
德
二
四

(一
八
七
一
)
年
三
�
時
點
で
寧
l
以
北
の
各
省
と
諸
軍
q
に
は
,
四
～
五
萬
の
弁
兵
が
º
在
し
て
お
り
︑

每
�
必
(
な
錢
貨
は
二
〇
萬
貫
�
後
に
�
す
る
︒
現
在
各
省
に
貯
藏
さ
れ
て
い
る
銀
・
錢
貨
と
關
津
・
ア
ヘ
ン
稅
收
入
を
あ
わ
せ
︑
銀
を
Ò
宜

賣
却
し
て
錢
貨
に
す
れ
ば
合
計
一
〇
九
萬
七
〇
〇
〇
貫
あ
ま
り
が
得
ら
れ
る
の
で
︑
四
～
五
�
0
に
お
け
る
各
省
・
軍
q
の
費
用
は
カ
バ
ー
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
つ
ぎ
に
勸
捐
の
方
策
と
し
て
は
︑
淸
人
の
救
福
指
南
書(85

)
に
記
載
さ
れ
た
救
荒
對
策
に
な
ら
い
︑
怨
た
に
祠
堂
を
円
立

し
て
捐
^
に
よ
る
官
品
取
得
者
を
顯
頴
す
べ
き
こ
と
が
'
張
さ
れ
た(86

)
︒
こ
の
祠
堂
円
立
に
よ
る
勸
捐
案
は
正
式
に
�
め
ら
れ
︑
總
に
は
仗
義
祠
︑

縣
に
は
好
義
祠
︑
省
・
N
に
は
高
義
祠
︑
フ
エ
に
は
�
義
祠
を
円
立
し
︑
捐
^
を
行
っ
た
者
の
姓
名
を
祠
堂
の
石
碑
に
刻
ん
で
祭
祀
を
行
う
こ

と
と
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
捐
^
に
よ
っ
て
從
三
品

(捐
^
額
一
萬
一
六
〇
〇
緍
)
か
ら
�
高
の
正
二
品

(捐
^
額
一
萬
七
六
〇
〇
緍
)
を
得
た
者
は
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仗
義
・
好
義
・
高
義
・
�
義
の
四
祠
︑
從
五
品

(七
二
〇
〇
緍
)
か
ら
正
四
品

(九
六
〇
〇
緍
)
の
者
は
仗
義
・
好
義
・
高
義
の
三
祠
︑
從
七
品

(四
〇
〇
〇
緍
)
か
ら
正
六
品

(六
四
〇
〇
緍
)
の
者
は
仗
義
・
好
義
の
二
祠
︑
從
九
品

(八
〇
〇
緍
)
か
ら
正
八
品

(三
二
〇
〇
緍
)
の
者
は
仗
義

祠
の
み
で
祭
祀
を
う
け
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た(87

)
︒

な
お
嗣
德
二
四
年
一
一
�
に
は
︑
北
圻
の
水
�
に
よ
る
稅
收
減
少
と
捐
^
の
困
難
を
背
景
に
し
て
︑
公
田
公
土

(村
落
共
y
の
田
土
)
の
賣

却
に
よ
る
軍
費
補
填
が
提
3
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
案
を
奏
言
し
た
黎
峻
は
︑
現
在
荒
蕪
地
と
な
っ
て
い
る
公
田
公
土
を
私
田
と
し
て
賣
却
す
れ

ば
軍
費
補
助
に
な
る
と
し
︑
賣
却
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
收
入
を
南
定
一
省
で
錢
二
〇
〇
萬
緡

(貫
)
と
槪
算
し
て
い
る
︒
嗣
德
/
は
こ
の
案
に

從
い
︑
實
施
の
う
え
で
そ
の
成
果
を
確
�
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た(88

)
︒

(三
)
開
k
と
海
關
の
設
置

一
八
六
〇
年
代
以
後
︑
阮
�
は
商
品
課
稅
の
擴
張
や
捐
^
の
活
用
に
よ
っ
て
財
政
收
入
の
强
�
を
圖
り
︑
軍
事
荏
出
の
擴
大
に
對
應
し
よ
う

と
し
た
︒
そ
の
後
一
八
七
〇
年
代
後
�
に
な
る
と
︑
フ
ラ
ン
ス
と
の
閒
に
結
ば
れ
た
第
二
q
サ
イ
ゴ
ン
條
,
に
よ
り
︑
阮
�
の
財
政
に
大
き
な

影
&
を
與
え
る
出
來
事
が
3
っ
た
︒

一
八
七
三
年
に
發
生
し
た
ガ
ル
ニ
エ
事
件
の
の
ち
︑
阮
�
は
一
八
七
四
年
に
な
っ
て
フ
ラ
ン
ス
と
の
閒
に
第
二
q
サ
イ
ゴ
ン
條
,
を
閲
結
す

る(89
)

︒
こ
の
條
,
は
ベ
ト
ナ
ム
�
に
と
っ
て
重
(
な
J
味
を
持
つ
條
項
を
複
數
含
む
も
の
で
あ
っ
た(90

)
︒
經
濟
面
に
つ
い
て
み
る
と
︑
阮
�
に
は
條

,
の
閲
結
に
よ
り
︑
紅
河
の
自
由
航
行
權
の
保
證
と
ハ
ノ
イ
・
ハ
イ
フ
ォ
ン

(寧
海
)
・
ク
イ
ニ
ョ
ン
の
開
k
が
義
務
附
け
ら
れ
た
︒
實
際
に

は
ハ
ノ
イ
・
ハ
イ
フ
ォ
ン
が
一
八
七
五
年
九
�
︑
ク
イ
ニ
ョ
ン
は
同
年
一
一
�
に
開
k
さ
れ
た
が
︑
そ
の
結
果
は
フ
ラ
ン
ス
側
の
豫
想
と
衣
な

る
も
の
で
あ
っ
た
︒
と
い
う
の
も
北
部
で
は
紅
河
航
行
の
開
放
と
開
k
の
結
果
︑
フ
ラ
ン
ス
で
は
な
く
華
商
や
イ
ギ
リ
ス
�
に
よ
る
貿
易
が
O

增
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る(91

)
︒
財
政
�
の
觀
點
か
ら
み
て
興
味
深
い
の
は
︑
こ
れ
ら
三
つ
の
開
k
場
に
關
稅
�
收
の
た
め
の
海
關

(商

政
衙
)
が
設
置
さ
れ
︑
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ト
ナ
ム
が
合
同
で
�
稅
に
あ
た
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
Ô
井
善
W
氏
は
海
關
の
設
置
に
つ
い
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て
︑
せ
っ
か
く
の
關
稅
收
入
も
そ
の
大
部
分
が
稅
關
職
員
の
給
與
と
ス
ペ

イ
ン
へ
の
戰
時
賠
償
金
荏
拂
い
に
閏
て
ら
れ
た
た
め
︑
ベ
ト
ナ
ム
の
國
庫

に
入
る
收
入
は
ご
く
�
か
で
あ
っ
た
と
営
べ
て
い
る(92

)
︒
開
k
以
後
の
海
關

n
營
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
フ
ラ
ン
ス
側
�
料
を
用
い
て
若
干
の
檢
討
が

な
さ
れ
て
き
た
が
︑
そ
の
�
體
宴
は
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い(93

)
︒
本
稿

で
は
こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
阮
�
側
の
�
料
か
ら
︑
阮
�
財

政
に
お
け
る
海
關
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
み
た
い
︒

海
關
を
め
ぐ
る
も
っ
と
も
重
(
な
問
題
は
稅
收
の
規
模
で
あ
る
が
︑
管

見
の
限
り
先
行
硏
究
で
も
そ
の
具
體

數
値
に
は
ほ
と
ん
ど
言
µ
が
さ
れ

て
い
な
い
︒
幸
い
に
も
︑
硃
本
に
は
斷
片

な
が
ら
海
關
の
稅
收
記
錄
が

殘
さ
れ
て
い
る
︒
表
11
お
よ
び
12
は
︑
嗣
德
三
〇

(一
八
七
七
)
年
か
ら

三
二

(一
八
七
九
)
年
に
か
け
て
の
ハ
ノ
イ

(河
內
商
政
衙
)
お
よ
び
ハ
イ

フ
ォ
ン

(海
陽
商
政
衙
)
の
稅
收
記
錄
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
河
內
商

政
衙
の
記
錄
は
出
k
稅
︑
海
陽
商
政
衙
の
記
錄
は
出
入
k
稅
を
反
映
し
て

い
る
︒
殘
念
な
が
ら
︑
數
値
が
海
關
職
員
給
料
と
賠
償
金
を
扣
除
し
た
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
W
で
あ
る
︒
二
表
に
お
い
て
ま
ず
重
(
な
の
は
︑

海
關
で
�
收
さ
れ
た
銀
の
單
位
が
﹁
元
﹂
円
て
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
︒
こ
れ
は
商
人
が
海
關
に
お
い
て
︑
傳
瓜

な
銀
兩
や
錢
貨
で
は
な
く

銀
元

(洋
式
銀
貨
)
で
^
稅
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
よ
く
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表 11 河內商政衙の海關稅收入 (出k稅、嗣德 30 年 8�〜嗣德 32 年 3�)

�稅0閒 稅收額 銀兩奄算額 典 據

嗣德 30 年 8 � 25 日
〜 9 � 25 日 6,303元 8毫 7釐 4,538兩 4錢 6 分 硃本、嗣德、第 290集、

221葉表−222葉裏

嗣德 31 年 1 � 28 日
〜 2 � 28 日 3,145元 1毫 1釐 2,264兩 1錢 8 分 硃本、嗣德、第 299 集、

301葉表−302葉裏

嗣德 31 年 2 � 29日
〜 3 � 28 日 2,261元 5爻 5釐 1,628兩 9分 硃本、嗣德、第 300集、

148葉表−裏

嗣德 31 年 3 � 29日
〜 4 � 30 日 3,285元 2爻 1釐 2,364兩 9錢 9分 硃本、嗣德、第 307 集、

106葉表−107葉裏

嗣德 31 年 5 � 1 日
〜 6 � 1 日 1,707元 4毫 1,229 兩 1錢 1 分 硃本、嗣德、第 307 集、

209葉表−裏

嗣德 31 年 6 � 2 日
〜 7 � 2 日 2,955元 3毫 5釐 2,127 兩 4錢 9分 硃本、嗣德、第 307 集、

225葉表−226葉裏

嗣德 31 年 7 � 3 日
〜 8 � 4 日 4,246元 6毫 3釐 3,057 兩 2錢 1 分 硃本、嗣德、第 307 集、

289葉表−290葉裏

嗣德 31 年 8 � 5 日
〜 9 � 5 日 3,231元 6毫 5釐 2,326兩 4錢 4 分 硃本、嗣德、第 308集、

280葉表−281葉裏

嗣德 32 年 2 � 9 日
〜 3 � 9 日 1,776元 3毫 6釐 1,278兩 7錢 7分 硃本、嗣德、第 318集、

205葉表−206葉裏



知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
ア
ジ
ア
の
銀
液
+
に
お
い
て
は
傳
瓜

に
�
量

銀
と
し
て
の
銀
錠
が
荏
	

で
あ
っ
た
が
︑
一
八
世
紀
後
�
か
ら
一
九
世

紀
に
か
け
︑
中
國
の
沿
海
部
や
東
南
ア
ジ
ア
で
は
ス
ペ
イ
ン
ド
ル
に
代
表

さ
れ
る
洋
式
銀
貨
の
液
+
が
擴
大
し
た
︒
ベ
ト
ナ
ム
に
海
關
が
設
置
さ
れ

た
一
九
世
紀
末
の
時
點
で
は
︑
す
で
に
ス
ペ
イ
ン
ド
ル
や
メ
キ
シ
コ
ド
ル

が
ア
ジ
ア
に
お
け
る
國
際
決
濟
+
貨
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
お
り
︑

ハ
ノ
イ
・
ハ
イ
フ
ォ
ン
の
關
稅
^
入
が
銀
元
に
よ
っ
て
M
成
さ
れ
て
い
る

の
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
︒
二
表
に
よ
れ
ば
︑
ハ
ノ
イ
と
ハ
イ
フ
ォ
ン
の

稅
收
を
合
わ
せ
︑
阮
�
は
多
い
�
で
二
萬
五
〇
〇
〇
元
︑
少
な
い
�
で
七

〇
〇
〇
元
Ö
度
の
稅
收
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ベ
ト
ナ
ム
で
は
す

で
に
一
九
世
紀
�
�
の
時
點
で
洋
式
銀
貨
の
×
Ø
が
確
�
さ
れ
︑
阮
�
自

身
も
外
國
銀
貨
を
も
と
に
獨
自
の
銀
貨
を
鑄
T
し
て
い
る(94

)
︒
し
か
し
洋
式

銀
貨
に
よ
る
財
政
收
入
が
一
定
規
模
か
つ
繼
續

に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
點
で
︑
一
八
七
五
年
の
海
關
設
置
は
阮
�
の
財
政
政
策

に
と
っ
て
劃
0

で
あ
っ
た
︒

こ
れ
ら
ハ
ノ
イ
・
ハ
イ
フ
ォ
ン
の
海
關
で
�
收
さ
れ
た
洋
式
銀
貨
の
一

部
は
︑
北
部
の
軍
事
�
線
に
n
ば
れ
て
荏
出
さ
れ
た
︒
北
部
山
地
に
お
け

る
銀
貨
荏
出
に
つ
い
て
は
︑
嗣
德
三
一
年
四
�
に
出
さ
れ
た
戶
部
の
上
奏

に
詳
細
な
記
錄
が
み
え
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
ま
ず
嗣
德
三
〇
年
一
一
�
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表 12 海陽商政衙の海關稅收入 (出入k稅、嗣德 30 年 10�〜嗣德 32 年閏 3�)

�稅0閒 �稅額 銀兩奄算額 典 據

嗣德 30 年 10� 27日
〜11� 27日 17,424元 65襌 12,545兩 6錢 8 分 硃本、嗣德、第 294集、

249葉表−250葉裏

嗣德 31 年 1 � 28 日
〜 2 � 28 日 21,834元 5襌 15,720兩 7錢 硃本、嗣德、第 300集、

146葉表−147葉裏

嗣德 31 年 2 � 29日
〜 3 � 28 日 9,242元 82襌 6,654兩 7錢 9分 硃本、嗣德、第 300集、

251葉表−252葉裏

嗣德 31 年 3 � 29日
〜 4 � 30 日 3,757元 62襌 2,705兩 5錢 8 分 硃本、嗣德、第 302集、

297葉表−298葉裏

嗣德 31 年 5 � 1 日
〜 6 � 1 日 8,693元 6襌 6,258兩 3錢 7分 硃本、嗣德、第 307 集、

205葉表−206葉裏

嗣德 31 年 6 � 2 日
〜 7 � 2 日 9,050元 69襌 6,516兩 3錢 1 分 硃本、嗣德、第 307 集、

260葉表−261葉裏

嗣德 31 年 7 � 3 日
〜 8 � 4 日 5,883元 16襌 4,235兩 7錢 4 分 硃本、嗣德、第 307 集、

335葉表−335葉裏

嗣德 31 年 8 � 5 日
〜 9 � 5 日 5,898元 19襌 4,246兩 5錢 6 分 硃本、嗣德、第 311集、

239葉表−240葉裏

嗣德 32 年 3 � 10 日
〜閏 3 � 10 日 4,488元 26襌 3,231兩 4錢 硃本、嗣德、第 318集、

226葉表−227葉裏



に
海
陽
の
洋
銀

(洋
式
銀
貨
)
を
宣
光
・
興
�
・
高
l
・
太
原
・
諒
山
・
廣
安
各
省
へ
二
〇
〇
元
ず
つ
�
付
し
︑
現
地
で
試
驗

な
荏
出
が
行

わ
れ
た
︒
そ
の
結
果
︑
宣
光
・
太
原
・
高
l
で
は
官
價

(一
元
＝
五
貫
五
陌
三
〇
�
)
ど
お
り
に
洋
銀
を
荏
出
で
き
た
た
め
︑
海
陽
・
河
內
よ
り

合
計
八
〇
〇
〇
元
が
²
加
荏
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
れ
に
對
し
廣
安
で
は
省
內
の
洋
銀
需
(
が
少
な
く
︑
洋
銀
の
市
價
は
官
價
を
下

囘
っ
て
い
た
︒
ま
た
興
�
省
か
ら
は
︑
省
內
で
は
亞
»
錢
液
+
が
荏
	

で
銀
元
の
液
+
實
績
が
な
い
た
め
︑
そ
の
荏
出
は
困
難
と
の
報
吿
が

�
ら
れ
て
き
た
︒
こ
の
興
�
省
か
ら
の
報
吿
に
對
し
て
戶
部
は
︑
淸
・
洋
の
商
人
が
集
ま
る
保
Ù
(ラ
オ
カ
イ
)
で
な
ら
洋
銀
を
賣
却
で
き
る

だ
ろ
う
し
︑
洋
銀
を
黑
旗
軍
の
俸
餉
に
閏
當
す
れ
ば
解
n
の
煩
も
省
け
る
と
の
J
見
を
営
べ
て
い
る(95

)
︒

戶
部
は
嗣
德
三
一
年
五
�
に
も
洋
銀
で
の
財
政
荏
出
に
關
す
る
上
奏
を
行
っ
て
い
る
︒
こ
の
時
點
で
宣
光
・
諒
山
・
廣
安
の
諸
省
で
は
銀
元

の
市
價
が
官
價
を
下
囘
っ
て
い
た
が
︑
戶
部
は
こ
う
し
た
狀
況
に
つ
い
て
﹁
商
政
各
�
で
�
收
さ
れ
る
銀
は
日
ご
と
に
多
く
な
っ
て
い
る
が
︑

我
が
民
は
ま
だ

(銀
元
の
)
t
用
に
諳
熟
し
て
い
な
い
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
よ
り
效
�

な
洋
銀
荏
出
の
方
策
と
し
て
︑﹁
ベ
ト
ナ
ム

諸
省
で
王
�
の
漕
n
事
業
や
物
[
買
い
附
け
に
從
事
す
る
淸
客
は
︑
こ
れ
ら
銀
元
に
よ
る
荏
拂
い
を
Å
け
入
れ
て
お
り
︑
彼
ら
は

(ベ
ト
ナ
ム

で
得
た
銀
元
を
)
中
國
に
持
ち
歸
れ
ば
容
易
に
兌
奄
で
き
る
﹂
と
論
じ
︑
淸
商
に
對
し
て
な
ら
官
價
で
の
洋
銀
荏
出
が
可
能
と
の
見
+
し
を
示

し
て
い
る(96

)
︒

市
價
と
官
價
の
乖
離
と
い
う
問
題
を
か
か
え
つ
つ
も
︑
阮
�
に
よ
る
山
地
で
の
洋
銀
荏
出
は
續
け
ら
れ
た
︒
嗣
德
三
三

(一
八
八
〇
)
年
四

�
に
は
︑
太
原
に
	
軍
し
た
黑
旗
軍
と
諒
勇

(諒
山
地
域
の
義
勇
兵
)
に
對
す
る
軍
費
と
し
て
ハ
ノ
イ
か
ら
銀
三
〇
〇
〇
元
が
�
付
さ
れ
て
お
り(97

)
︑

同
年
一
一
�
に
は
宣
光
で
の
軍
事
荏
出
が
增
大
し
た
た
め
︑
海
陽
か
ら
銀
三
〇
〇
〇
元
が
荏
給
さ
れ
た(98

)
︒
そ
の
後
嗣
德
三
四

(一
八
八
一
)
年

一
〇
�
に
も
︑
ハ
ノ
イ
か
ら
太
原
兵
q
へ
洋
銀
三
〇
〇
〇
元
が
輸
�
さ
れ
て
い
る(99

)
︒
こ
れ
ら
の
事
例
に
み
ら
れ
る
三
〇
〇
〇
元
と
い
う
洋
銀
荏

出
額
は
︑
個
々
の
規
模
と
し
て
決
し
て
巨
大
な
も
の
で
は
な
い
︒
ま
た
現
在
殘
さ
れ
た
�
料
か
ら
は
︑
海
關
の
設
置
以
後
︑
總
量
と
し
て
い
っ

た
い
ど
れ
ほ
ど
の
洋
銀
が
山
地
の
�
線
で
荏
出
さ
れ
た
の
か
は
不
W
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
阮
�
が
海
關
か
ら
得
ら
れ
る
怨
し
い
財
源
を

積
極

に
活
用
し
て
山
地
の
軍
事
荏
出
を
補
填
し
よ
う
と
し
た
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
が
洋
式
銀
貨
に
よ
る
財
政
荏
出
と
い
う
今
ま
で
に
な
い
形
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で
實
行
さ
れ
た
こ
と
は
︑
一
九
世
紀
後
�
の
財
政
�
を
考
え
る
う
え
で
無
視
で
き
な
い
J
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
︒

お
わ
り
に

一
九
世
紀
�
�
︑
阮
�
は
首
都
の
フ
エ
に
�
國
か
ら
富
を
集
中
さ
せ
る
獨
自
の
財
政
シ
ス
テ
ム
を
M
築
し
た
が
︑
そ
こ
で
も
っ
と
も
重
(
な

財
政
基
盤
を
M
成
し
た
の
は
︑
紅
河
デ
ル
タ
諸
省
を
中
心
と
す
る
北
部
地
域
で
あ
っ
た
︒
地
方
で
�
收
さ
れ
た
米
穀
・
錢
貨
・
金
銀
な
ど
の
富

は
︑
海
路
と
陸
路
に
よ
っ
て
フ
エ
に
輸
�
さ
れ
︑
倉
場
や
內
務
府
に
お
い
て
首
都
の
巨
大
な
財
政
備
蓄
を
形
作
っ
た
︒

一
八
五
八
年
以
後
︑
阮
�
は
南
部
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
へ
の
領
土
割
讓
と
そ
れ
に
よ
る
稅
收
の
喪
失
︑
巨
額
の
賠
償
金
荏
拂
い
︑
軍
事
荏
出

の
增
大
に
よ
っ
て
財
政
危
機
に
直
面
す
る
︒
と
く
に
一
八
六
〇
年
代
末
以
影
華
人
武
裝
集
團
の
液
入
に
よ
っ
て
北
部
山
地
が
長
0

な
混
亂
狀

態
に
陷
っ
た
こ
と
は
︑
阮
�
の
財
政
シ
ス
テ
ム
に
大
き
な
變
�
を
も
た
ら
し
た
︒
山
地
で
は
阮
�
・
淸
�
の
兵
員
が
大
量
に
展
開
し
た
が
︑
そ

れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
軍
需
を
荏
え
る
た
め
北
部
地
域
の
餘
剩
物
[
は
山
地
の
�
線
へ
と
向
け
ら
れ
︑
フ
エ
へ
の
漕
糧
供
給
を
壓
£
し
た
︒
こ
の

時
0
フ
エ
の
國
庫
か
ら
北
部
に
�
ら
れ
る
財
物
の
規
模
は
大
幅
に
增
加
し
た
た
め
︑
一
九
世
紀
�
�
に
M
築
さ
れ
た
フ
エ
を
頂
點
と
す
る
物
財

の
液
れ
が
轉
奄
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

こ
う
し
た
狀
況
の
な
か
︑
阮
�
は
商
品
課
稅
の
擴
大
︑
田
畝
錢
と
捐
^
の
利
用
︑
海
關
稅
收
入
の
活
用
と
い
っ
た
手
段
に
よ
り
︑
怨
た
な
財

源
の
創
出
に
取
り
組
ん
で
い
く
︒
一
八
六
〇
年
代
以
影
の
阮
�
財
政
に
は
︑
ア
ヘ
ン
稅
の
解
禁
や
華
人
に
よ
る
�
稅
e
f
の
伸
張
︑
財
政
n
營

に
お
け
る
洋
式
銀
貨
の
本
格

¹
入
な
ど
︑
佛
領
0
に
も
つ
な
が
る
怨
し
い
動
向
が
見
て
取
れ
る
︒
從
來
混
亂
と
衰
�
の
時
代
と
し
て
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
に
%
價
さ
れ
て
き
た
一
九
世
紀
後
�
の
ベ
ト
ナ
ム
�
と
阮
�
で
あ
る
が
︑
す
く
な
く
と
も
財
政
�
に
お
い
て
は
︑
q
の
時
代
へ
と
つ
な

が
る
重
(
な
動
き
が
み
ら
れ
た
時
0
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
必
(
が
あ
ろ
う
︒

本
稿
で
は
傳
瓜

な
時
代
區
分
を
跨
い
で
長
0

な
財
政
M
T
の
變
�
を
檢
討
し
た
が
︑
紙
幅
や
�
料
の
關
係
で
十
分
に
取
り
上
げ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
問
題
も
多
い
︒
一
九
世
紀
後
�
に
限
れ
ば
︑
財
政
政
策
の
背
後
に
あ
っ
た
對
外
�
易
の
狀
況
や
︑
軍
事
荏
出
を
+
じ
た
貨
V
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液
入
が
現
地
經
濟
に
あ
た
え
た
影
&
の
解
W
な
ど
が
今
後
の
重
(
な
檢
討
課
題
と
な
る
︒
ま
た
�
料
面
に
お
い
て
は
︑
も
っ
ぱ
ら
阮
�
側
の
�

料
に
た
よ
っ
て
分
析
を
	
め
た
た
め
︑
領
事
報
吿
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
側
の
豐
富
な
一
q
�
料
を
參
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒

と
く
に
阮
�
側
と
フ
ラ
ン
ス
側
の
�
料
が
と
も
に
Ú
う
海
關
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
雙
方
の
�
料
を
組
み
合
わ
せ
た
さ
ら
な
る
檢
討
が
求
め
ら

れ
よ
う
︒

�(1
)
V
ictor
Lieberm
an,Strange
P
arallels
:
Southeast
A
sia
in

G
lobal
C
ontext,
c.
800-1830.
vol.1
:
Integration
on
the

M
ainland,C
am
bridge,U
.K
.:C
am
bridge
U
niversity
Press,

2003.

(2
)
一
九
世
紀
�
�
に
お
け
る
阮
�
の
瓜
治
體
制
を
�
括

に
論
じ
た

硏
究
と
し
て
︑
以
下
の
�

獻
が
あ
る
︒
A
lexander
B
arton

W
oodside,V
ietnam
and
the
C
hinese
M
odel:A
C
om
parative

Study
of
V
ietnam
ese
and
C
hinese
G
overnm
ent
in
the
First

H
alfofthe
N
ineteenth
C
entury,2nd
ed.,C
am
bridge,M
ass.:

H
arvard
U
niversity
Press,1988︑
嶋
尾
稔
﹁
阮
�
：﹁
南
北
一

家
﹂
の
形
成
と
相
克
﹂
(齋
u
照
子
v
﹃
岩
波
w
座
東
南
ア
ジ
ア
�

五

東
南
ア
ジ
ア
世
界
の
再
v
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
)︒
ま

た
ベ
ト
ナ
ム
本
國
で
出
版
さ
れ
た
標
準

槪
說
書
と
し
て
︑

T
ru̓
o̓ng
T
hi̇Y
ến
(chu
悪

biên),L
i̇ch
su
握

V̓
iê̇tN
am
,tâ̇p
5
:T
ù̓

n
ăm
1802
đến
n
ăm
1858,H
à
N
ô̇i:N
xb.K
hoa
hȯc
xã
hô̇i,

2013
を
參
照
︒

(3
)
北
部
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
�
代
�
硏
究
の
見
方
を
形
作
っ
た
古
典


著
作
と
し
て
︑
T
rần
V
ăn
G
iầu,Đ
inh
X
uân
Lâm
etal.(biên

soȧn),L
i̇ch
su
握

c̓â̇n
đȧiV
iê̇tN
am
,4
tâ̇p,H
à
N
ô̇i:N
xb.G
iáo

du̇c,1960-1963
が
あ
る
︒

(4
)
ド
イ
モ
イ
以
後
に
ベ
ト
ナ
ム
で
出
版
さ
れ
た
書
籍
の
う
ち
︑
一
九

世
紀
後
�
を
網
羅

に
+
っ
た
も
の
と
し
て
︑
V
ũ
H
uy
Phúc

(chu
悪

biên),L
i̇ch
su
握

V̓
iê̇tN
am
1858-1896,H
à
N
ô̇i:N
xb.K
hoa

hȯc
xã
hô̇i,2003
お
よ
び
V
õ
K
im
C
u̓
o̓ng
(C
hu悪
biên),L
i̇ch
su
握ʼ

V
iê̇t
N
am
,
tâ̇p
6
:
T
ù̓
n
ăm
1858
đến
n
ăm
1896,H
à
N
ô̇i:

N
xb.K
hoa
hȯc
xã
hô̇i,2013
が
あ
る
︒

(5
)
代
表

な
も
の
と
し
て
以
下
の
諸
�

獻
を
參
照
︒
T
suboï

Y
oshiharu,L
E̓
m
pire
vietnam
ien
face
à
la
France
et
à
la

C
hine,1847-1885,Paris
:É
ditions
L̓
H
arm
attan,1987
お
よ

び
そ
の
日
本
語
版
で
あ
る
Ô
井
善
W
﹃
�
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
治
社
會

�
：
阮
�
嗣
德
/
瓜
治
下
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
一
八
四
七−

一
八
八
三
﹄

東

京

大

學

出

版

會
︑
一

九

九

一

年
︒
N
guyễn
T
hế
A
nh,
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M
onarchie
et
fait
colonial
au
V
iêt-N
am
,
1875-1925
:
L
e

crépuscule
d̓
un

ordre
traditionnel,
Paris
:
É
ditions

l̓H
arm
attan,
1992.
M
ark
M
cLeod,
T
he
V
ietnam
ese
R
e-

sponse
to
French
Intervention,
1862-1874,
N
ew
Y
ork
:

Praeger,1991.

(6
)
陳
荊
和
﹁﹃
大
南
寔
錄
﹄
と
阮
�
硃
本
に
つ
い
て
﹂
(稻
・
舟
・
祭

刊
行
世
話
人
v
﹃
稻
・
�
・
祭
：
松
本
信
廣
先
生
²
悼
論
�
集
﹄
六

興
出
版
︑
一
九
八
二
年
)︒

(7
)
現
在
整
理
が
完
了
し
て
い
る
硃
本
は
︑
初
代
皇
/
で
あ
る
嘉
隆
/

か
ら
�
後
の
皇
/
で
あ
る
保
大
/
ま
で
の
�
0
閒
を
あ
わ
せ
︑
合
計

で
七
三
四
卷

(tâ̇p)
に
の
ぼ
る
︒
こ
の
う
ち
嗣
德
/
0
の
�
書
は

三
八
六
卷
に
�
し
︑
�
體
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
て
い
る
︒

Phan
H
uy
Lê,“C
hâu
ba
悪n
triều
N
guyễn
:C
hâu
ba
悪n
n
ăm
G
ia

Long
(1802-1819)
và
M
inh
M
ê̇nh
tù̓
n
ăm
thú̓
1
đến
n
ăm

thú̓
5
(1820-1824),”
trong
H
uế
và
triều
N
guyễn,H
à
N
ô̇i:

N
xb.C
hính
tri̇quốc
gia,2014,pp.130-131.

(8
)
B
radley
D
avis,Im
perialB
andits
:O
utlaw
s
and
R
ebels
in

the
C
hina-V
ietnam
B
orderlands,
Seattle
:
U
niversity
of

W
ashington
Press,2017.

(9
)
嶋
尾
﹁
阮
�
：﹁
南
北
一
家
﹂
の
形
成
と
相
克
﹂
二
七−

二
九
頁
︒

(10
)
阮
�
財
政
に
お
け
る
銀
の
役
割
に
着
目
し
た
論
考
と
し
て
︑
多
賀

良
�
﹁
一
九
世
紀
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
租
稅
銀
^
�
の
問
題
﹂﹃
社

會
經
濟
�
學
﹄
八
三−

一
︑
二
〇
一
七
年
お
よ
び
同
﹁
�
世
ベ
ト
ナ

ム
の
經
濟
と
銀
﹂
(豐
岡
康
�
・
大
橋
厚
子
v
﹃
銀
の
液
+
と
中

國
・
東
南
ア
ジ
ア
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
九
年
)︒
ま
た
阮
�
0

の
財
政
物
液
に
重
(
な
J
味
を
も
っ
た
漕
n
制
度
に
つ
い
て
は
︑
同

﹁
ベ
ト
ナ
ム
阮
�
の
漕
n
制
度
に
關
す
る
基
礎

考
察
﹂﹃
�
學
雜

誌
﹄
一
二
七−

八
︑
二
〇
一
八
年
で
詳
細
な
檢
討
を
加
え
た
︒

(11
)
本
違
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
の
う
ち
︑
一
九
世
紀
�
�

に
お
け
る
財
政
荏
出
の
M
T
や
︑
省
以
下
の
地
方
財
政
が
い
か
に
n

營
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
に
て
こ
れ
を

詳
し
く
檢
討
し
た
い
︒

(12
)
以
下
阮
�
の
稅
制
に
關
す
る
記
営
は
︑
と
く
に
È
記
が
な
い
限
り
︑

多
賀
﹁
一
九
世
紀
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
租
稅
銀
^
�
の
問
題
﹂
九
三

−

九
七
頁
に
よ
る
︒

(13
)
嶋
尾
﹁
阮
�
：﹁
南
北
一
家
﹂
の
形
成
と
相
克
﹂
三
〇−

三
一
頁
︒

(14
)
Li
T
ana,“B
etw
een
M
ountains
and
the
Sea
:T
rades
in

E
arly
N
ineteenth-C
entury
N
orthern
V
ietnam
,”
Journal
of

V
ietnam
ese
Studies
7-2,2012.

(15
)
こ
こ
で
稅
錢
と
表
記
さ
れ
て
い
る
收
入
に
は
︑
稅
額
が
錢
貨
表
示

で
あ
る
が
實
際
に
は
そ
の
�
分
を
銀
で
^
入
す
る
ケ
ー
ス

(�
銀
�

錢
^
)
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
多
賀
﹁
一
九
世
紀
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る

租
稅
銀
^
�
の
問
題
﹂
九
六−

九
七
頁
︒

(16
)
ベ
ト
ナ
ム
の
漢
喃
�
料
は
コ
メ
を
表
記
す
る
に
あ
た
り
︑
�
に
對

し
て
は
﹁
粟
﹂
の
字
を
︑
玄
米

(お
よ
び
白
米
)
に
對
し
て
は

﹁
米
﹂
の
字
を
あ
て
︑
兩
者
を
あ
わ
せ
て
﹁
粟
米
﹂
と
記
し
た
︒

(17
)
嶋
尾
﹁
阮
�
：﹁
南
北
一
家
﹂
の
形
成
と
相
克
﹂
二
八
頁
︒

(18
)
嶋
尾
﹁
阮
�
：﹁
南
北
一
家
﹂
の
形
成
と
相
克
﹂
二
九
頁
︒

(19
)
以
下
と
く
に
È
記
を
し
な
い
限
り
︑
阮
�
の
漕
n
に
關
す
る
記
営

は
︑
多
賀
﹁
ベ
ト
ナ
ム
阮
�
の
漕
n
制
度
に
關
す
る
基
礎

考
察
﹂
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に
よ
る
︒

(20
)
�
料
中
で
精
白
さ
れ
た
コ
メ
を
と
く
に
指
示
す
る
場
合
に
は
︑
玄

米
を
含
め
た
+
常
の
﹁
米
﹂
と
い
う
用
語
で
な
く
︑﹁
白
米
﹂
と
い

う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
︒

(21
)
フ
エ
へ
の
銀
現
�
に
つ
い
て
は
多
賀
﹁
�
世
ベ
ト
ナ
ム
の
經
濟
と

銀
﹂
二
二
七
頁
も
參
照
︒

(22
)
『會
典
﹄
卷
二
四
八
︑
一
葉
表−

裏
︑
倉
場
︒

(23
)
同
右
︒

(24
)
『寔
錄
﹄
(影
印
本
︑
慶
應
義
塾
大
學
言
語
�
�
硏
究
�
︑
一
九
六

一−

一
九
八
一
年
)
正
v
︑
第
二
紀
︑
卷
一
三
七
︑
四
葉
裏−

六
葉

表
︑
W
命
一
五
年
一
〇
�
條
︒

(25
)
以
下
阮
�
の
內
務
府
に
關
す
る
記
営
は
︑
多
賀
﹁
�
世
ベ
ト
ナ
ム

の
經
濟
と
銀
﹂
第
三
¸
に
よ
る
︒

(26
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
一
紀
︑
卷
四
七
︑
四
葉
表
︑
嘉
隆
一
二
年
八

�
條
︒

(27
)
『會
典
﹄
卷
五
四
︑
一
葉
裏−

二
葉
表
︑
戶
部
倉
·
・
積
貯
︒

(28
)
北
城
總
鎭
と
は
︑
嘉
隆
～
W
命
�
0
に
か
け
て
設
置
さ
れ
た
北
部

ベ
ト
ナ
ム
�
體
を
管
L
す
る
行
政
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
る
︒
W
命
/
は
中

央
集
權
�
を
	
め
る
た
め
一
八
三
一
年
に
北
城
總
鎭
を
解
體
し
︑
淸

�
に
な
ら
っ
た
省
制
度
を
¹
入
し
た
︒
こ
の
と
き
北
城
總
鎭
の
銀
備

蓄
は
河
內
省

(ハ
ノ
イ
)
に
引
き
繼
が
れ
た
が
︑
�
年
に
は
備
蓄
額

の
上
限
が
從
來
の
三
萬
兩
か
ら
一
萬
兩
へ
と
減
額
さ
れ
︑
總
鎭
時
代

に
備
蓄
さ
れ
て
い
た
銀
六
萬
一
七
〇
兩
の
う
ち
五
萬
五
〇
〇
〇
兩
が

フ
エ
へ
と
現
�
さ
れ
た
︒﹃
會
典
﹄
卷
五
四
︑
二
葉
裏
お
よ
び
﹃
寔

錄
﹄
正
v
︑
第
二
紀
︑
卷
八
二
︑
一
葉
裏
︑
W
命
一
三
年
七
�
條
を

參
照
︒

(29
)
W
命
/
の
集
權
�
政
策
に
反
撥
す
る
勢
力
に
よ
り
︑
一
八
三
三
～

三
五
年
に
南
部
地
域
で
發
生
し
た
大
反
亂
で
あ
る
︒
反
亂
鎭
壓
後
︑

根
據
地
と
な
っ
た
嘉
定
城
に
は
銀
,
一
萬
三
八
〇
〇
兩
が
殘
さ
れ
て

い
た
が
︑
W
命
/
は
嘉
定
に
二
〇
〇
〇
兩
︑
永
隆
に
一
〇
〇
〇
兩
︑

邊
和
と
河
�
に
各
五
〇
〇
兩
を
と
ど
め
︑
殘
り
の
銀
は
す
べ
て
フ
エ

に
輸
�
さ
せ
た

(﹃
寔
錄
﹄
正
v
︑
第
二
紀
︑
卷
一
五
七
︑
二
二
葉

表−

二
三
葉
裏
)︒

(30
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
一
〇
〇
集
︑
一
七
九
葉
表−

一
八
一
葉
裏
︑
嗣

德
一
一
年
一
二
�
二
六
日
︑
戶
部
M
奏
︒

(31
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
六
二
集
︑
八
四
葉
表−

八
七
葉
裏
︑
嗣
德
一
〇

年
四
�
二
一
日
︑
戶
部
奏
︒

(32
)
嶋
尾
﹁
阮
�
：﹁
南
北
一
家
﹂
の
形
成
と
相
克
﹂
二
八−

二
九
頁
︒

(33
)
N
guyễn
T
hi̇
T
hȧnh,
T
he
French
C
onquest
of
C
ochin-

china
1858-1862,
Ph.D
.D
issertation,C
ornell
U
niversity,

1992,p.173.

(34
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
二
三
︑
一
五
葉
裏
︑
嗣
德
一
三
年

八
�
條
︒

(35
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
三
一
︑
二
一
葉
表−

裏
︑
嗣
德
一

八
年
三
�
條
︒

(36
)
同
右
︒

(37
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
三
二
︑
二
八
葉
表−

裏
︑
嗣
德
一

八
年
七
�
條
︒

(38
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
三
二
︑
二
二
葉
裏−

二
三
葉
表
︑

嗣
德
一
八
年
六
�
條
︒
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(39
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
三
二
︑
三
〇
葉
表−

裏
︑
嗣
德
一

八
年
七
�
條
︒

(40
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
三
三
︑
九
葉
裏
︑
嗣
德
一
八
年
一

〇
�
條
︒
顏
萬
合
は
阮
�
の
�
稅
e
f
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(41
)
V
ũ
H
uy
Phúc
(chu
悪

biên),L
i̇ch
su
握

V̓
iê̇tN
am
1858-1896,

pp.126-128.

(42
)
D
avis,Im
perial
B
andits,pp.23-27.

(43
)
當
該
時
0
に
お
け
る
廣
西
の
地
方
反
亂
に
つ
い
て
は
︑
E
lla
S.

Laffey,“In
the
W
ake
ofthe
T
aipings
:Som
e
Patterns
ofLo-

calR
evoltin
K
w
angsiProvince,1850-1875,”
M
odern
A
sian

Studies
10-1,1976
が
詳
し
い
︒

(44
)
一
八
六
〇
年
代
以
後
ベ
ト
ナ
ム
に
液
入
し
た
華
人
武
裝
集
團
の
動

き
に
つ
い
て
は
︑
E
lla
S.Laffey,“SocialD
issidence
and
G
ov-

ernm
ent
Suppression
on
the
Sino-V
ietnam
F
rontier
:T
he

B
lack
F
lag
A
rm
y
in
T
onkin,”
C
h̓
ing-shih
w
en-t̓i,
4-2,

1979
お
よ
び
D
avis,Im
perial
B
andits
を
參
照
︒

(45
)
D
avis,Im
perial
B
andits,pp.29-31,40.

(46
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
一
四
六
集
︑
八
五
葉
表−

八
六
葉
表
︑
嗣
德
一

五
年
九
�
二
二
日
︑
戶
部
奏
︒

(47
)
中
國
の
犯
罪
者
・
匪
¼
が
北
部
ベ
ト
ナ
ム
に
液
入
す
る
事
例
は
一

九
世
紀
�
�
よ
り
確
�
さ
れ
る
が
︑
阮
�
は
一
八
六
八
年
に
出
兵
(

e
を
行
う
ま
で
︑
淸
�
に
よ
る
自
國
領
內
で
の
越
境
搜
査
や
½
討
作

戰
を
拒
絕
し
て
い
た
︒
Ñ
�
直
人
﹁
境
界
と
匪
¼
︱
︱
一
九
世
紀
中

國
・
ベ
ト
ナ
ム
閒
に
お
け
る
﹁
越
境
﹂
と
淸
�−

阮
�
關
係
﹂﹃
東

洋
�
硏
究
﹄
七
七−

二
︑
二
〇
一
八
年
︒

(48
)
D
avis,Im
perial
B
andits,pp.38-42.

(49
)
淸
�
軍
に
對
す
る
こ
れ
ら
物
產
の
賞
賜
に
つ
い
て
は
︑﹃
寔
錄
﹄

正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
四
一
︑
六
葉
裏−

七
葉
表
︑
嗣
德
二
二
年
七
�

條
な
ど
を
參
照
︒

(50
)
D
avis,Im
perial
B
andits,pp.40-42.

(51
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
一
一
集
︑
二
七
〇
葉
表−

二
七
六
葉
裏
︑
嗣

德
二
三
年
二
�
一
五
日
︑
戶
部
臣
等
題
奏
︒

(52
)
同
右
︒

(53
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
二
八
集
︑
一
四
五
葉
表−

一
五
〇
葉
裏
︑
嗣

德
二
三
年
一
〇
�
三
〇
日
︑
戶
部
M
奏
︒

(54
)
こ
の
咨
�
の
草
稿
は
︑
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
二
九
集
︑
三
〇
葉
表

−

三
五
葉
裏
︑
嗣
德
二
三
年
一
〇
�
一
七
日
︑
�
班
廷
臣
等
奏
に
收

錄
さ
れ
て
い
る
︒

(55
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
二
八
集
︑
二
〇
四
葉
表−

二
〇
七
葉
裏
︑
嗣

德
二
三
年
閏
一
〇
�
七
日
︑
戶
部
奏
︒
な
お
馮
子
材
の
	
º
時
に
發

生
し
た
經
費
f
擔
の
問
題
に
つ
い
て
は
﹃
寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑

卷
四
二
︑
二
五
葉
表−

裏
に
も
該
當
す
る
記
営
が
み
ら
れ
る
︒
た
だ

そ
の
內
容
は
硃
本
の
1
報
を
大
幅
に
壓
縮
し
た
も
の
で
︑
事
態
の
經

�
が
讀
み
取
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
︒

(56
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
四
九
集
︑
三
三
二
葉
表−

三
四
三
葉
裏
︑
嗣

德
二
五
年
一
〇
�
二
六
日
︑
兵
部
奏
︒

(57
)
Ô
井
﹃
�
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
治
社
會
�
﹄
九
六−

九
七
頁
︒

(58
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
五
三
︑
二
五
葉
裏
︑
嗣
德
二
八
年

三
�
條
︒

(59
)
大
澤
一
雄
﹁
阮
�
嗣
德
/
の
土
匪
對
策
と
黑
旗
軍
﹂﹃
�
學
﹄
三
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三−

二
︑
一
九
六
一
年
︑
八
一−

八
四
頁
︒

(60
)
例
え
ば
嗣
德
二
一
年
一
二
�
に
は
い
っ
た
ん
阮
�
側
に
投
影
し
た

吳
鯤
に
對
し
銀
一
萬
兩
を
荏
給
し

(﹃
寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷

三
九
︑
五
二
葉
裏
)︑
嗣
德
二
四
年
正
�
に
は
歸
順
し
た
鄧
志
雄
に

散
丁
銀
一
〇
〇
〇
兩
︑
公
本
銀
四
〇
〇
〇
兩
を
與
え
て
い
る

(﹃
寔

錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
四
四
︑
二
葉
表
)︒

(61
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
三
七
集
︑
四
三
葉
表−

四
五
葉
裏
︑
嗣
德
二

四
年
二
�
二
一
日
︑
戶
部
奏
︒

(62
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
三
七
集
︑
一
八
五
葉
表−

二
〇
〇
葉
裏
︑
嗣

德
二
四
年
三
�
一
〇
日
︑
戶
部
M
奏
︒

(63
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
五
〇
︑
二
九
葉
裏
︑
嗣
德
二
七
年

三
�
條
︒

(64
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
四
四
︑
二
四
葉
裏
︑
嗣
德
二
四
年

五
�
條
︒

(65
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
五
三
︑
五
四
葉
表
︑
嗣
德
二
八
年

六
�
條
︒

(66
)
一
八
七
五
年
に
行
わ
れ
た
土
地
稅
制
改
革
に
つ
い
て
は
︑

N
guyễn
T
hế
A
nh,“La
réform
e
de
l̓im
pôt
foncier
de
1875

au
V
iet-nam
,”
B
ulletin
de
l̓E
cole
française
d̓
E
xtrêm
e-

O
rient
78,1991
お
よ
び
Ô
井
﹃
�
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
治
社
會
�
﹄

二
二
七−

二
二
九
頁
を
參
照
︒
阮
�
は
こ
の
改
革
に
よ
り
︑
そ
れ
ま

で
公
田
に
比
べ
て
稅
�
の
輕
か
っ
た
私
田
へ
の
課
稅
を
强
�
し
た
︒

(67
)
u
原
利
一
郞
﹁
阮
�
の
ア
ヘ
ン
禁
令
に
つ
い
て
﹂﹃
東
南
ア
ジ
ア

�
の
硏
究
﹄
法
藏
館
︑
一
九
八
六
年
︒

(68
)
u
原
﹁
阮
�
の
ア
ヘ
ン
禁
令
に
つ
い
て
﹂
二
九
八−

二
九
九
頁
お

よ
び
D
avis,Im
perial
B
andits,pp.43-44.

(69
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
三
六
︑
二
一
葉
表−

裏
︑
嗣
德
二

〇
年
四
�
條
お
よ
び
同
卷
五
三
︑
五
九
葉
裏
︑
嗣
德
二
八
年
六
�
條
︒

武
內
V
司
﹁
�
代
雲
南
錫
業
の
展
開
と
イ
ン
ド
シ
ナ
﹂﹃
東
洋
�
�

硏
究
﹄
五
︑
二
〇
〇
三
年
︑
六
頁
︒

(70
)
酒
井
良
樹
﹁
第
二
サ
イ
ゴ
ン
條
,
と
淸
佛
戰
爭
﹂﹃
南
方
�
硏
究
﹄

一
︑
一
九
五
九
年
︑
一
一
〇−

一
一
一
頁
︒
一
九
世
紀
末
～
二
〇
世

紀
初
頭
に
い
た
る
北
部
ベ
ト
ナ
ム−

雲
南
閒
の
�
易
狀
況
に
つ
い
て

は
︑
岡
田
W
志
﹁
世
紀
轉
奄
0
の
イ
ン
ド
シ
ナ
北
部
山
地
經
濟
と
內

陸
開
k
地
﹂
(秋
田
茂
v
著
﹃﹁
大
分
岐
﹂
を
超
え
て
︱
︱
ア
ジ
ア

か
ら
み
た
一
九
世
紀
論
再
考
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
V
︑
二
〇
一
八
年
)

が
詳
し
い
︒

(71
)
W
淸
中
國
の
捐
^
制
度
を
�
括

に
硏
究
し
た
伍
X
氏
は
︑
捐
^

に
よ
っ
て
賣
買
さ
れ
る
の
は
官
位
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
官
僚
と
な

る
た
め
の
任
官
[
格
で
あ
っ
た
こ
と
に
È
J
を
喚
3
し
て
い
る
︒
こ

の
ほ
か
W
淸
0
の
捐
^
制
度
の
も
と
で
は
︑
す
で
に
官
僚
と
な
っ
た

も
の
に
對
し
て
も
︑
上
位
ポ
ス
ト
へ
の
昇
	
や
Y
戒
處
分
の
輕
減
・

解
除
の
た
め
の
[
格
が
販
賣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
伍
X
﹃
中
國

の
捐
^
制
度
と
社
會
﹄
京
都
大
學
學
Z
出
版
會
︑
二
〇
一
一
年
︑
一

頁
︒

(72
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
一
九
︑
二
三
葉
裏−

二
四
葉
表
︑

嗣
德
一
一
年
一
〇
�
條
︒

(73
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
三
四
︑
一
二
葉
表
︑
嗣
德
一
九
年

二
�
條
︒

(74
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
一
八
九
集
︑
三
〇
八
葉
表−

三
一
六
葉
裏
︑
嗣

― 141 ―

141



德
二
二
年
八
�
一
九
日
︑
戶
部
奏
︒
な
お
田
の
合
計
面
積
に
つ
い
て
︑

內
譯
と
し
て
示
さ
れ
た
公
田
・
私
田
の
面
積
を
合
算
し
た
値
と
の
閒

に
食
い
[
い
が
み
ら
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
原
�
料
の
數
値
を
そ
の
ま

ま
i
用
し
た
︒

(75
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
四
一
︑
七
葉
裏
︑
嗣
德
二
二
年
八

�
條
︒

(76
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
三
九
集
︑
五
葉
表−

八
葉
裏
︑
嗣
德
二
四
年

五
�
一
〇
日
︑
戶
部
M
奏
︒

(77
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
五
三
︑
四
五
葉
表
︑
嗣
德
二
八
年

五
�
條
︒
こ
の
と
き
部
臣
の
陳
%
は
田
土
捐
錢
の
�
收
を
繼
續
し
︑

�
收
額
,
一
一
〇
萬
緍
を
も
っ
て
軍
費
に
あ
て
る
こ
と
を
提
案
し
た

が
︑
嗣
德
/
は
從
�
に
比
べ
軍
務
に
餘
裕
が
あ
る
と
し
て
そ
の
�
收

を
停
止
し
て
い
る
︒

(78
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
〇
三
集
︑
七
八
葉
表−

九
三
葉
裏
︑
嗣
德
二

二
年
一
〇
�
一
六
日
︑
戶
部
奏
︒

(79
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
〇
〇
集
︑
二
六
七
葉
表−
二
八
〇
葉
裏
︑
嗣

德
二
二
年
一
二
�
二
六
日
︑
戶
部
奏
︒

(80
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
二
三
集
︑
二
〇
九
葉
表−

二
一
六
葉
裏
︑
嗣

德
二
三
年
六
�
四
日
︑
戶
部
奏
︒

(81
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
四
一
︑
一
一
葉
表−

裏
︑
嗣
德
二

二
年
八
�
條
︒

(82
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
〇
三
集
︑
一
四
六
葉
表−

一
四
七
葉
裏
︑
嗣

德
二
二
年
一
〇
�
二
〇
日
︑
戶
部
奏
︒

(83
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
〇
二
集
︑
二
三
三
葉
表−

二
三
四
葉
裏
︑
嗣

德
二
二
年
一
二
�
一
日
︑
戶
部
奏
︒

(84
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
〇
五
集
︑
一
三
三
葉
表−

一
三
六
葉
裏
︑
嗣

德
二
二
年
一
一
�
四
日
︑
諒
l
軍
q
總
瓜
武
仲
l
等
題
奏
︒

(85
)
こ
こ
で
言
µ
さ
れ
て
い
る
救
福
指
南
書
が
具
體

に
ど
の
書
物
を

指
す
の
か
︑
本
稿
執
筆
時
點
で
は
確
�
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒

(86
)
硃
本
︑
嗣
德
︑
第
二
三
七
集
︑
一
八
五
葉
表−

二
〇
〇
葉
裏
︑
嗣

德
二
四
年
三
�
一
〇
日
︑
戶
部
M
奏
︒

(87
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
四
四
︑
二
八
葉
裏−

三
〇
裏
︑
嗣

德
二
四
年
五
�
條
︒

(88
)
『寔
錄
﹄
正
v
︑
第
四
紀
︑
卷
四
五
︑
二
九
葉
裏−

三
二
表
︑
嗣

德
二
四
年
一
一
�
條
︒

(89
)
一
八
七
四
年
三
�
一
五
日
に
l
和
友
好
條
,
が
a
印
さ
れ
︑
同
年

八
�
三
一
日
に
は
+
商
條
,
が
²
加
さ
れ
た
︒
Laurent
B
urel,L
e

contact
protocolonial
franco-vietnam
ien
en
C
entre
et
N
ord

V
ietnam
,
1856-1883,T
hèse
Paris
V
II,1997,p.233.

(90
)
重
(
な
條
項
と
し
て
︑
ガ
ル
ニ
エ
に
よ
っ
て
占
據
さ
れ
た
北
部
諸

省
の
Â
Ã
︑
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
コ
ー
チ
シ
ナ
西
部
三
省
領
y
の
正
式

承
�
︑
ハ
ノ
イ
・
ハ
イ
フ
ォ
ン
・
ク
イ
ニ
ョ
ン
お
よ
び
フ
エ
に
お
け

る
フ
ラ
ン
ス
領
事
・
公
t
の
設
置
が
あ
る
︒
ま
た
第
一
q
サ
イ
ゴ
ン

條
,
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
對
佛
賠
償
金
の
未
拂
い
部
分
に
つ
い
て

は
︑
そ
の
荏
拂
い
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

(91
)
酒
井
﹁
第
二
サ
イ
ゴ
ン
條
,
と
淸
佛
戰
爭
﹂︒

(92
)
Ô
井
﹃
�
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
治
社
會
�
﹄
二
一
九
頁
︒

(93
)
�
引
Ô
井
著
書
の
ほ
か
︑
Laurent
B
urel,L
e
contactprotoco-

lonial
franco-vietnam
ien
en
C
entre
et
N
ord
V
ietnam
,pp.

300-305
お
よ
び
D
om
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philosophical influence that scientific thought had on the major turning point in the

history of Chinese philosophy of the end of the Ming to the beginning of the Qing

era (late 16th century-early 17th century). The rise of scientific thought during

that time is largely due to Western science (西 學) brought by the Jesuit

missionaries who came after the end of the 16th century. Jiang Yong is considered a

scholar who supported and highly valued Western science, but he also maintained

the idea that the source of Western science was in China (西學中源). He thought

that theories such as the golden ratio that came into China from the West had

previously appeared in the books of ancient Chinese sages, and linked the golden

ratio to the mathematical theory developed in the Hetu Luoshu 河圖洛書.

Jiang Yong is considered the ancestor of the Wan school (皖�), an important

school in the study of old documents during the Qing Dynasty, and it is believed that

he had great influence on Dai Zhen 戴震 (1724-1777), but the question of the nature

of the specific influence has not been clarified. This paper analyzes their theories of

mathematics in an attempt to learn how they influenced one another by considering

what they expected from the sages and what kind of human beings they thought of

as exemplars.

Another purpose of this paper is to consider how the intellectuals of the Qing

era grasped “knowledge” (知). The thought of Jiang Yong and Dai Zhen included

the idea that theoretical and universal things were distinct from technical and

concrete things, and that the sages had foreseen the former. In other words, there is

a hierarchy in “knowledge,” and theory is superior to technology. However, Jiang

Yong esteemed human effort to create a detailed design of the sagesʼ theories as

concrete techniques while still maintaining this hierarchy. His high evaluation of

Western science may have arisen from its understanding of ancient theory.

REEXAMINING THE NGUYỄN DYNASTYʼS RULE OF VIETNAM IN

THE SECOND HALF OF 19TH CENTURY THROUGH THE STUDY OF

ITS FISCAL ADMINISTRATION

TAGA Yoshihiro

This paper aims to analyze the Nguyễn dynastyʼs rule of Vietnam during the late

19th century from the vantage point of fiscal administration.

In the early 19th century the Nguyễn dynasty created a fiscal administrative

system marked by the concentration of national wealth in the imperial capital of
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Huế. Under this system, the most important revenue source was located in the

northern Vietnam centered on Red River delta region. Commodities such as rice,

cash, gold and silver collected in the provinces were transported to Huế over sea

and land routes, forming an enormous stockpile in the capital.

Beginning in 1858, the Nguyễn dynasty suffered territorial losses with cession

of land to the French, resulting in a loss of tax revenue, the imposition of a war

indemnity and expanding military expenditures, all of which caused a crisis in

financial administration. Other problems included protracted turmoil in the

northern mountainous region instigated by the influx of armed Chinese bandits that

also brought substantial change in the dynastic financial structure. In order to

supply Nguyễn and Qing troops, surplus goods in northern Vietnam were directed

to the mountainous region at the expense of the supply to Huế. In this period,

commodities sent to the northern region from Huế increased markedly, leading to a

change in the flow of wealth centered on Huế that had been formed in the early 19th

century.

To deal with such circumstances, the Nguyễn dynasty made an effort to

generate fresh sources of revenue. New trends that foreshadowed the French

colonial period can be found in the Nguyễn fiscal regime after the 1860s, including

polices such as the inauguration of an opium tax, extended tax farming by Chinese,

as well as the introduction of Western silver coins into the fiscal administration.

Although traditional scholarship has seen the history of late 19th century Vietnam in

negative terms, as far as the realm of fiscal administration is concerned, we should

re-envisioned it as a period in which significant actions that led to the successive

age were set in motion.
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